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- 本 1 - 

第１章 総則 

  

（約款の適用） 

第１条 当社は、このａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款（以下「この約款」といいま

す｡)によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスを提供します。 

 

(注) 本条のほか、当社は、別記２に定めるところによりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに

付随するサービス（以下「付随サービス」といいます｡)を提供します。 

 

（約款の変更等） 

第２条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、ａｕ

（ＬＴＥ）通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の

約款及びその効力発生時期を、所定のＷＥＢサイトその他相当の方法で周知するものとし、

変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」

といいます｡)第 22 条の２の３第２項第１号に該当する場合であって、当社からの申出によ

り提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定のＷＥＢサイトにその

内容を掲示します。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電

気通信設備を他人の通信の用に供すること 

電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ

と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 

通話 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通

信 

データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、

又は受ける通信 

電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うた

めの電気通信回線設備 

データ通信網 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うため

の電気通信回線設備 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サ

ービス 

電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サ

ービス（車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置

と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴う

ものに限ります｡)であって、当社の副回線通信サービス利用規

約に定める副回線通信サービス及びＬＴＥ―Ｍ端末（無線設備

規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 18号）第 49条の６の９

第１項及び第６項に定める条件に適合する無線設備をいいま

す｡)に対して提供するサービス以外のもの 
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サービス取扱所 (１) ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに関する業務を行う当社の

事業所 

(２) 当社の委託によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに関する

契約事務を行う者の事業所 

ＬＴＥ契約 当社とＬＴＥサービスの提供を受けるための契約 

ＬＴＥ契約者 当社とＬＴＥ契約を締結している者 

一般ＬＴＥ契約 ＬＴＥ契約であって、定期ＬＴＥ契約以外のもの 

一般ＬＴＥ契約者 当社と一般ＬＴＥ契約を締結している者 

定期ＬＴＥ契約 ＬＴＥ契約であって、当社がその契約に係る契約期間をあらか

じめ定めたもの 

定期ＬＴＥ契約者 当社と定期ＬＴＥ契約を締結している者 

第２種定期ＬＴＥ契約 契約期間が、その契約に基づいて当社がＬＴＥサービスの提供

を開始した日（タイプⅠについては、契約を更新した場合は、

更新した日とします｡)から、その日を含む料金月の翌料金月

（タイプⅠについては、契約を更新した場合は、更新した日を

含む料金月とします｡)から起算して24料金月が経過することと

なる料金月の末日までのものである定期ＬＴＥ契約であって、

その契約の更新後、その契約に係る契約期間の定めの有無に係

るタイプ種別のあるもの 

第２種定期ＬＴＥ契約

者 

当社と第２種定期ＬＴＥ契約を締結している者 

第３種定期ＬＴＥ契約 契約期間が、その契約（第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴ

Ｅシングルに係るものに限ります｡)に基づいて当社がＬＴＥサ

ービスの提供を開始した日（契約を更新した場合は、更新した

日とします｡)から、その日を含む料金月の翌料金月（契約を更

新した場合は、更新した日を含む料金月とします｡)から起算し

て24料金月が経過することとなる料金月の末日までのものであ

る定期ＬＴＥ契約であって、その契約に係る契約者回線を料金

表第１（基本使用料等）１（適用）(27)に定める減額適用に係

る判定用回線として指定することができるもの 

第３種定期ＬＴＥ契約

者 

当社と第３種定期ＬＴＥ契約を締結している者 

第４種定期ＬＴＥ契約 契約期間が、その契約（第２種ＬＴＥシングル又は第４種ＬＴ

Ｅシングルに係るものに限ります｡)に基づいて当社がＬＴＥサ

ービスの提供を開始した日（契約を更新した場合は、更新した

日とします｡)から、その日を含む料金月の翌料金月（契約を更

新した場合は、更新した日を含む料金月とします｡)から起算し

て48料金月が経過することとなる料金月の末日までのものであ

る定期ＬＴＥ契約であって、その契約に係る契約者回線を料金

表第１（基本使用料等）１（適用）(27)に定める減額適用に係

る判定用回線として指定することができるもの 

第４種定期ＬＴＥ契約

者 

当社と第４種定期ＬＴＥ契約を締結している者 

第５種定期ＬＴＥ契約 契約期間が、その契約（第１種ＬＴＥシングル又は第３種ＬＴ

Ｅシングルに係るものに限ります｡)に基づいて当社がＬＴＥサ
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ービスの提供を開始した日（契約を更新した場合は、更新した

日とします｡)から、その日を含む料金月の翌料金月（契約を更

新した場合は、更新した日を含む料金月とします｡)から起算し

て24料金月が経過することとなる料金月の末日までのものであ

る定期ＬＴＥ契約であって、特定の基本使用料の料金種別に係

る契約者回線について締結することができるもの 

第５種定期ＬＴＥ契約

者 

当社と第５種定期ＬＴＥ契約を締結している者 

第６種定期ＬＴＥ契約 契約期間が、その契約（第１種ＬＴＥシングル又は第３種ＬＴ

Ｅシングルに係るものに限ります｡)に基づいて当社がＬＴＥサ

ービスの提供を開始した日（契約を更新した場合は、更新した

日とします｡)から、その日を含む料金月の翌料金月から起算し

て36料金月（契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月

から起算して24料金月とします｡)が経過することとなる料金月

の末日までのものである定期ＬＴＥ契約であって、特定の基本

使用料の料金種別に係る契約者回線について締結することがで

きるもの 

第６種定期ＬＴＥ契約

者 

当社と第６種定期ＬＴＥ契約を締結している者 

第７種定期ＬＴＥ契約 契約期間が、その契約に基づいて当社がＬＴＥサービスの提供

を開始した日（契約を更新した場合は、更新した日とします｡)

から、その契約の申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌

料金月（契約を更新した場合は、更新した日を含む料金月とし

ます｡)から起算して24料金月が経過することとなる料金月の末

日までのものである定期ＬＴＥ契約であって、第２種定期ＬＴ

Ｅ契約、第３種定期ＬＴＥ契約又は第５種定期ＬＴＥ契約以外

のもの 

第７種定期ＬＴＥ契約

者 

当社と第７種定期ＬＴＥ契約を締結している者 

ＬＴＥモジュール契約 当社からＬＴＥモジュールの提供を受けるための契約 

ＬＴＥモジュール契約

者 

当社とＬＴＥモジュール契約を締結している者 

一般ＬＴＥモジュール

契約 

ＬＴＥモジュール契約であって、その契約期間に定めのないも

の 

一般ＬＴＥモジュール

契約者 

当社と一般ＬＴＥモジュール契約を締結している者 

ＬＴＥデータプリペイ

ド契約 

当社からＬＴＥデータプリペイドの提供を受けるための契約 

ＬＴＥデータプリペイ

ド契約者 

当社とＬＴＥデータプリペイド契約を締結している者 

ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 

ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 

ＬＴＥ特定接続契約 当社からＬＴＥ特定接続サービスの提供を受けるための契約 

ＬＴＥ特定接続契約者 当社とＬＴＥ特定接続契約を締結している者 

００ＸＹ自動接続契約 当社から００ＸＹ自動接続サービスの提供を受けるための契約 
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００ＸＹ自動接続契約者 当社と００ＸＹ自動接続契約を締結している者 

契約者 ＬＴＥ契約者、ＬＴＥモジュール契約者、ＬＴＥデータプリペ

イド契約者又はローミング契約者 

協定事業者 当社と相互接続協定（当社が当社以外の電気通信事業者（電気

通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいま

す｡)第９条の登録を受けた者又は事業法第16条第１項の届出を

した者をいいます。以下同じとします｡)との間で電気通信設備

の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします｡)を

締結している電気通信事業者     

外国事業者 当社と国際ローミング協定（事業法第40条に定める外国政府等

との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の

電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます｡ 以下

同じとします｡)を締結している外国の事業者 

特定ＭＮＯ ＵＱコミュニケーションズ株式会社 

ＬＴＥ約款 沖縄セルラー電話株式会社のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約

約款 

５Ｇ約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のａｕ（５Ｇ）通信サービ

ス契約約款 

ａｕ約款 この約款、ＬＴＥ約款及び５Ｇ約款 

ｐｏｖｏ1.0 約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のｐｏｖｏ1.0 通信サービ

ス契約約款 

ｐｏｖｏ2.0 約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のｐｏｖｏ2.0 通信サービ

ス契約約款 

ｐｏｖｏ約款 ｐｏｖｏ1.0 約款及びｐｏｖｏ2.0 約款 

ＵＱｍⅠ約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信

サービス契約約款 

ＵＱｍⅡ約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信

サービスⅡ契約約款 

ＵＱｍ約款 ＵＱｍⅠ約款及びＵＱｍⅡ約款 

ＵＱＣ約款 特定ＭＮＯのＵＱ通信サービス契約約款 

加入電話サービス 電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号）別表第１号に定

める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス（ＩＰ

電話サービスを除きます｡) 

ＩＰ電話サービス 電気通信番号規則別表第１号又は第６号に定める電気通信番号

を用いて、端末系伝送路設備（事業法施行規則に定める端末系

伝送路設備をいいます｡)においてインターネットプロトコルに

より提供される電気通信サービス（別記29に定めるものを除き

ます｡) 

中継サービス 電気通信番号規則別表第２号又は第10号に定める電気通信番号

を用いて提供される電気通信サービス 

携帯電話サービス 無線設備規則第３条第１号に規定する携帯無線通信により提供

される電気通信サービス 

副回線通信サービス 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の副回線通信サービス利用

規約に定める副回線通信サービス 
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加入電話事業者 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 

ＩＰ電話事業者 当社又はＩＰ電話サービスを提供する協定事業者 

中継事業者 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 

携帯電話事業者 携帯電話サービスを提供する協定事業者 

移動無線装置 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約に基づいて陸上（河

川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとしま

す｡)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 

他社移動無線装置 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上

において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 

無線基地局設備 (１) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当

社の電気通信設備（電波法施行規則第３条第８号に定める業

務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則（昭和

63 年郵政省令第 46 号）に定める三・九－四世代移動通信シ

ステムによるものに限ります｡) 

(２) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線

基地局設備（特定ＭＮＯが設置するものに限ります。以下

「ＷｉＭＡＸ２＋基地局設備」といいます｡) 

端末設備 契約者回線の一端に接続される契約者、ＬＴＥ特定接続契約者

又は００ＸＹ自動接続契約者の電気通信設備であって、１の部

分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに

準ずる区域内を含みます｡)又は同一の建物内であるもの 

デュアル端末 通話及びデータ通信を行うための端末設備 

データシングル端末 専らデータ通信を行うための端末設備 

ａｕＩＣカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであっ

て、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供のために、当社が契約

者又はＬＴＥ特定接続契約者に貸与するもの又は沖縄セルラー

電話株式会社がＬＴＥ約款に基づきその契約者に貸与するもの 

ｅＳＩＭ ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供のために、当社所定の手続

きにより端末設備の領域に登録する電話番号その他の情報 

特定ＳＩＭカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであっ

て、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供を受けるために、当社

又は沖縄セルラー電話株式会社以外の者が提供するもの 

ＳＩＭ等 ａｕＩＣカード、ｅＳＩＭ及び特定ＳＩＭカード 

自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端

末設備以外のもの 

契約者回線 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局

設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定され

る電気通信回線 

５Ｇ契約者回線 当社の５Ｇ約款に定める契約者回線 

ｐｏｖｏ契約者回線 当社のｐｏｖｏ約款に定める契約者回線 

ＵＱｍ契約者回線 当社のＵＱｍ約款に定める契約者回線 

他網契約者回線 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービス以外の電気通信サービスに係る電

気通信回線（当社又は協定事業者が必要により設置する電気通

信設備を含みます｡)であって、５Ｇ契約者回線、ｐｏｖｏ契約
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者回線及びＵＱｍ契約者回線以外のもの 

他網公衆電話 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公

衆の利用に供する電気通信サービス 

当社相互接続点 当社がこの約款以外の契約約款等（契約約款、料金表その他の

電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同

じとします｡)により提供する電気通信サービス（携帯電話サー

ビスを除きます｡)に係る電気通信設備とａｕ（ＬＴＥ）通信サ

ービスに係る電気通信設備との間の接続点 

他社相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づ

く相互接続に係る電気通信設備の接続点（接続専用回線（専ら

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を

接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をい

います。以下同じとします｡)に係るものを除きます｡) 

相互接続点 当社相互接続点又は他社相互接続点 

契約者回線等 (１) 契約者回線、５Ｇ契約者回線、ｐｏｖｏ契約者回線、Ｕ

Ｑｍ契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を

介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設

置する電気通信設備 

(２) 相互接続点 

５Ｇ契約 当社の５Ｇ約款に定める５Ｇ契約 

ｐｏｖｏ1.0 契約 当社のｐｏｖｏ1.0 約款に定めるｐｏｖｏ1.0 契約 

ｐｏｖｏ2.0 契約 当社のｐｏｖｏ2.0 約款に定めるｐｏｖｏ2.0 契約 

ｐｏｖｏ契約 ｐｏｖｏ1.0 契約及びｐｏｖｏ2.0 契約 

ＵＱｍⅠ契約 当社のＵＱｍⅠ約款に定めるＵＱｍｏｂｉｌｅ契約 

ＵＱｍⅡ契約 当社のＵＱｍⅡ約款に定めるＵＱｍｏｂｉｌｅⅡ契約 

ＵＱｍ契約 ＵＱｍⅠ契約及びＵＱｍⅡ契約 

契約移行 当社が別に定める態様により、５Ｇ契約を解除すると同時に新

たにＬＴＥ契約を締結すること又はＬＴＥ契約を解除すると同

時に新たに５Ｇ契約を締結すること 

番号移行 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することな

く、ｐｏｖｏ契約若しくはＵＱｍ契約を解除すると同時に新た

にＬＴＥ契約を締結すること又はＬＴＥ契約を解除すると同時

に新たにｐｏｖｏ契約若しくはＵＱｍ契約を締結すること 

ＭＮＰ 電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を

受ける電気通信事業者を変更すること 

電話番号 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識

別するための英字若しくは数字の組合せ 

国際ネットワーク番号 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ.164及びＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ.164.1に基づきＩ

ＴＵが割り当てる番号 

国際ネットワーク 複数国に跨って提供されることを目的として国際ネットワーク

番号を用いる電気通信サービス 

課金対象データ 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式に

より伝送されるデータ（制御信号等のうちデータとしてみなさ

れるものを含みます。以下同じとします｡) 
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料金月 １の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日

をいいます｡)から次の暦月の起算日の前日までの間 

ユニバーサルサービス

料 

事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担

金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及

び負担金算定等規則（平成 14 年総務省令第 64 号）により算出

された額に基づいて、当社が定める料金 

電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和２

年法律第53号）に定める電話リレーサービスの提供の確保のた

めの負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の

円滑化に関する法律施行規則（令和２年総務省令第 110 号）に

より算出された額に基づいて、当社が定める料金 

消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の

規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年

法律第 226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税され

る地方消費税の額 

２ 当社所定の手続きを行った場合の定期ＬＴＥ契約に係る契約期間の取扱いについては、

前項の規定のほか、当社が別に定めるところによります。 

 

第４条 削除 
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第２章 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの種類 

 

（ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの種類） 

第５条 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスには次の種類があります。 

種類 内容 

ＬＴＥサービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置

（その無線局の免許人が当社又は特定ＭＮＯであるものに限り

ます｡)との間に電気通信回線を設定して提供するａｕ（ＬＴ

Ｅ）通信サービス（ＬＴＥモジュール、ＬＴＥデータプリペイ

ド、ＬＴＥ特定接続サービス又は００ＸＹ自動接続サービスを

除きます｡) 

ＬＴＥモジュール 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置

（機器の制御又は監視等のために内部に組み込まれる通信モジ

ュールであると当社が認めるものであって、その無線局の免許

人が当社又は特定ＭＮＯであるものに限ります｡)との間に電気

通信回線を設定して提供するａｕ（ＬＴＥ）通信サービス 

ＬＴＥデータプリペイ

ド 

当社がこの約款で定める期間において、当社が無線基地局設備

と契約の申込者が指定する移動無線装置（その無線局の免許人

が当社又は特定ＭＮＯであるものに限ります｡)との間に電気通

信回線を設定して提供するａｕ（ＬＴＥ）通信サービス 

ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置

（その無線局の免許人が沖縄セルラー電話株式会社又は特定Ｍ

ＮＯであるものに限ります｡)との間に電気通信回線を設定して

提供するａｕ（ＬＴＥ）通信サービス 

ＬＴＥ特定接続サービ

ス 

当社がＬＴＥ基地局設備（無線設備規則第４９条の６の９に定

める条件に適合する無線基地局設備をいいます。以下同じとし

ます｡)又はＷｉＭＡＸ２＋基地局設備と契約の申込者が指定す

る移動無線装置（その無線局の免許人が当社であるものに限り

ます｡)との間に電気通信回線を設定して提供するａｕ（ＬＴ

Ｅ）通信サービスであって、契約の申込者が指定する１の協定

事業者（当社の接続約款（事業法第 34条第２項に基づく第２種

指定電気通信設備に係る接続約款をいいます。以下同じとしま

す｡)に定めるＬＴＥ直収パケット接続機能を利用して電気通信

サービスを提供するものに限ります。以下「特定接続事業者」

といいます｡)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの。 

００ＸＹ自動接続サー

ビス 

当社がＬＴＥ基地局設備と移動無線装置（その無線局の免許人

が当社であるものに限ります｡)との間に電気通信回線を設定し

て提供するａｕ（ＬＴＥ）通信サービスであって、協定事業者

（接続約款に定める００ＸＹ自動接続機能を利用して電気通信

サービスを提供する者に限ります。以下「００ＸＹ自動接続事

業者」といいます｡)が指定する電気通信番号に係る相互接続点

を通じて発信することが可能な通話に限り提供するもの。 

２ ａｕ（ＬＴＥ）通信サービス（ＬＴＥ特定接続サービスを除きます｡)の契約者回線とＬ

ＴＥ特定接続サービスに係る１の特定接続事業者の相互接続点との間の通信は、行うこと

ができません。 
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第３章 ＬＴＥ契約 

 

第１節 ＬＴＥサービスに係る契約の種別 

 

（ＬＴＥサービスに係る契約の種別） 

第６条 ＬＴＥサービスに係る契約には、次の種別があります。 

(１) 一般ＬＴＥ契約 

(２) 第２種定期ＬＴＥ契約 

(３) 第３種定期ＬＴＥ契約 

(４) 第４種定期ＬＴＥ契約 

(５) 第５種定期ＬＴＥ契約 

(６) 第６種定期ＬＴＥ契約 

(７) 第７種定期ＬＴＥ契約 

 

（定期ＬＴＥ契約に係るタイプ種別） 

第６条の２ 第２種定期ＬＴＥ契約には、次のタイプ種別があります。 

区分 内容 

タイプⅠ タイプⅡ以外のもの 

タイプⅡ その契約の更新後、その契約に係る契約期間の定めがないもの 

 

第２節 一般ＬＴＥ契約 

 

（契約の単位） 

第７条 当社は、電話番号１番号ごとに１の一般ＬＴＥ契約を締結します。この場合、一般

ＬＴＥ契約者は、１の一般ＬＴＥ契約につき１人に限ります。 

 

（契約申込みの方法） 

第８条 一般ＬＴＥ契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載

内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのＬＴＥサービスの契約事務

を行うサービス取扱所に提出していただきます。 

２ 定期ＬＴＥ契約者から契約変更（当社が別に定める態様により、次表の左欄に定めるＬ

ＴＥ契約を解除すると同時に新たに同表の右欄に定めるＬＴＥ契約を締結することをいい

ます。以下同じとします｡)を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般ＬＴＥ

契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申

込事項については、その定期ＬＴＥ契約者から別段の申出がない限り、現に提供している

ＬＴＥサービスに準じて取り扱います。 

一般ＬＴＥ契約 定期ＬＴＥ契約 

定期ＬＴＥ契約 一般ＬＴＥ契約又は他の種別若しくは他のタイプ種別の定

期ＬＴＥ契約 

３ 一般ＬＴＥ契約への契約変更は、料金表第１表第１（基本使用料等）１（適用）(18)に

定める障がい者等に係る通話料の月極割引の適用の申出を同時に行う場合に限り、申込む

ことができます。  

４ 削除 
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５ 前項までの規定によるほか、第７種定期ＬＴＥ契約者から基本使用料の料金種別の変更

（シンプルＮ、カケホＮ、スーパーカケホＮの間の変更を除きます｡)又は特定データ通信

定額の取扱い若しくは特定データ通信２段階定額の取扱いの適用の開始、廃止若しくは種

類の変更（特定データ通信２段階定額制Ⅱ（ケータイ）の適用の開始又は廃止を除きま

す｡)の申込みがあった場合、その契約者回線について一般ＬＴＥ契約への契約変更の申出

があったものとして取り扱います。 

 

（契約者暗証番号）  

第９条 一般ＬＴＥ契約の申込みをするときは、その一般ＬＴＥ契約に係る契約者を識別す

るための暗証番号（以下「契約者暗証番号」といいます｡)を指定していただきます。 

２ 一般ＬＴＥ契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管

理者の注意をもって管理していただきます。 

３ 当社は、一般ＬＴＥ契約者以外の者が第１項の規定により指定された契約者暗証番号を

使用した場合、その一般ＬＴＥ契約者が使用したものとみなして取り扱います。 

 

（契約申込みの承諾） 

第 10 条 当社は、一般ＬＴＥ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し

ます。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、通信の取扱い上余裕がないときは、その申込みの承諾

を延期することがあります。 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあり

ます。 

(１) 一般ＬＴＥ契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務

（当社の携帯電話サービスの契約約款等の規定により支払いを要することとなる料金及

び工事費又は割増金等の料金以外の債務（この条、第 15 条（ＬＴＥサービス利用権の譲

渡）、第 20 条（契約申込みの承諾）、第 25 条の４（契約申込みの承諾）、第 25 条の８

（ＬＴＥモジュール利用権の譲渡）、第 25 条の 13（契約申込みの承諾）、第 64 条（預

託金）及び第 81 条（利用者登録）においては、当社の契約約款等の規定により支払いを

要することとなる電気通信サービス等に係る債務を含みます｡)をいいます。以下同じと

します｡)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 第８条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容又は

不備があると当社が認めたとき。 

(３) 一般ＬＴＥ契約の申込みをした者が、第 42 条（利用停止）第１項各号の規定のいず

れかに該当し、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止されたことがある又はａｕ

（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(４) 一般ＬＴＥ契約の申込みをした者が、当社の５Ｇ約款、ｐｏｖｏ約款又はＵＱｍ約

款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はそ

の契約の解除を受けたことがあるとき。 

(５) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(６) 一般ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに係るものに限ります｡)の申込みをした者が当社

と締結している他の携帯電話サービスに係る契約（通話を行うことができるものに限り

ます｡)の数の合計が５以上であるとき。 

(７) 一般ＬＴＥ契約の申込みをした者（一般ＬＴＥ契約の申込みをした者により通話可
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能端末設備等（携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務

の不正な利用の防止に関する法律（平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防

止法」といいます｡)に定めるものをいいます。以下同じとします｡)を貸与される者を含

みます｡)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸

与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。 

(８) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

４ 前３項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、料金表第１表第１（基本使用料等）

に規定するオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、オフィ

スケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン（ＶＫ）に係る一般ＬＴＥ契約の申

込みを承諾しません。 

(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)でな

いとき。 

(２) その申込みを承諾した場合に、その契約者名義の契約者回線及び他網契約者回線

（この約款又はＬＴＥ約款に定めるオフィスケータイプラン、オフィスケータイプラン

ＶＫ（ケータイ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）若しくはオフィスケータイプラン

（ＶＫ）を選択するものに限ります｡)の数が 10 未満となるとき。 

(３) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて

当社が別に定める基準に適合する者を除きます｡)の用に供され、それが業として行われ

るものと当社が認めるとき。 

５ 前４項の規定によるほか、当社は、第１種ＬＴＥシングル又は第３種ＬＴＥシングルの

契約者回線（基本使用料の料金種別がタブレットプランｄｓ又はタブレットプランｄｓ

（Ｌ）のものに限ります｡)については、一般ＬＴＥ契約の申込みを承諾しません。 

６ 前５項の規定によるほか、当社は、第３種ＬＴＥデュアルに係る一般ＬＴＥ契約につい

ては、その契約者回線をナンバーシェア副回線（別表１（オプション機能）又は当社の５

Ｇ約款別表１（オプション機能）に定めるナンバーシェア副回線をいいます。以下同じと

します｡)として指定するナンバーシェア機能の申込みと同時に行われる場合に限り、その

申込みを承諾します。 

 

（一般ＬＴＥ契約者の契約者確認の取扱い） 

第 11 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、一般ＬＴＥ契約者に対して、契

約者確認（同法第９条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします｡)を行うことが

あります。 

  この場合においては、一般ＬＴＥ契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定め

る方法により契約者確認に応じていただきます。 

 

（電話番号） 

第 12 条 ＬＴＥサービスの電話番号は、１の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その

電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＬＴＥサービスの電

話番号を変更することがあります。 

 

(注１) 電話番号の登録等（登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします｡)は、当

社が行います。 
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(注２) 自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記３に定めるところにより

ます。 

(注３) ＳＩＭ等の電話番号の登録等については、第 37 条（電話番号その他の情報の登録

等）に定めるところによります。 

(注４) 当社は、本条第２項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係る

ＬＴＥサービス利用権（第 15 条（ＬＴＥサービス利用権の譲渡）に定めるものをいい

ます｡)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったこと

が判明したときは、その電話番号を変更することがあります。 

(注５) 電話番号を変更した場合であって、電話番号の登録等が完了するまでの間につい

ては、第 14 条（ＬＴＥサービスの利用の一時休止）に規定するＬＴＥサービスの利用

の一時休止（タイプⅠに限ります｡)があったものとみなして取り扱います。 

(注６) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般ＬＴＥ契約者

に通知します。 

 

（ＬＴＥサービスの利用の一時中断） 

第 13 条 当社は、一般ＬＴＥ契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき（そ

の請求の理由が、端末設備の紛失又は盗難等緊急を要するものと当社が認めるものである

ときに限ります｡)は、請求のあった契約者回線について、ＬＴＥサービスの利用の一時中

断（その電話番号を他に転用することなくＬＴＥサービスを一時的に利用できないように

することをいいます。以下同じとします｡)を行います。 

２ 一般ＬＴＥ契約者は、第３種ＬＴＥデュアルの契約者回線について、利用の一時中断を

請求することはできません。 

３ 前項の規定に関わらず、当社は、ナンバーシェア機能の提供を受けている契約者回線又

は５Ｇ契約者回線について、第１項の請求又は当社の５Ｇ約款に定める相当する請求があ

ったときは、その契約者回線及びその契約者回線に係るナンバーシェア副回線について、

ＬＴＥサービスの利用の一時中断を行います。 

４ 当社は、ＬＴＥサービスの利用の一時中断を行った日を含む料金月の翌料金月から起算

して３料金月が経過することとなる料金月の末日までに、当社所定の方法により利用の再

開の請求がなかった場合、その翌日に次条に定めるＬＴＥサービスの利用の一時休止（タ

イプⅡに限ります｡)の請求があったものとして取り扱います。 

 

（ＬＴＥサービスの利用の一時休止） 

第 14 条 当社は、一般ＬＴＥ契約者から当社が別に定める方法により請求があったときは、

請求のあった契約者回線について、ＬＴＥサービスの利用の一時休止（請求があった日か

ら一定期間、そのＬＴＥサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以

下同じとします｡)を行います。 

２ ＬＴＥサービスの利用の一時休止には、次の種類があります。 

(１) タイプⅠ 

  そのＬＴＥサービスに係る電話番号を他に転用することを条件として、請求があっ

た日から一定期間、そのＬＴＥサービスを一時的に利用できないようにするもの。 

(２) タイプⅡ 

  そのＬＴＥサービスに係る電話番号を他に転用することなく、請求があった日から

一定期間、そのＬＴＥサービスを一時的に利用できないようにするもの。 
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３ 当社は、第１項の規定によりＬＴＥサービスの利用の一時休止を行った後、一般ＬＴＥ

契約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに一般ＬＴＥ契約の

申込みがあったものとして、第 10 条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

４ 当社は、ＬＴＥサービスを利用できないようにした日を含む料金月から起算して 61 料金

月が経過することとなる料金月の末日（以下「休止期間経過日」といいます｡)までに、前

項に定める再利用の請求がなかった場合、一時休止の種類に応じて、その契約について次

表に定める取扱いを行います。 

区分 内容 

タイプⅠ 休止期間経過日を含む料金月から起算して、60 料金月が経過することとな

る料金月の末日までにＬＴＥサービスの再利用の請求がなかった場合、そ

の日をもってそのＬＴＥ契約を解除されたものとする取扱い。 

タイプⅡ 休止期間経過日をもってそのＬＴＥ契約を解除されたものとする取扱い。 

５ 一般ＬＴＥ契約者は、ＬＴＥサービスの利用の一時休止（タイプⅠに限ります｡)につい

て、新たに請求することはできません。 

６ 前項に定めるほか、一般ＬＴＥ契約者は、第３種ＬＴＥデュアル又は第３種ＬＴＥシン

グル（基本使用料の料金種別がＱｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓ又は無線ＬＡＮ ＳＴＩ

ＣＫプラン ｄｓのものに限ります｡)の契約者回線について、ＬＴＥサービスの利用の一

時休止を請求することはできません。 

 

（ＬＴＥサービスの利用の一時停止） 

第 14 条の２ 当社は、一般ＬＴＥ契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき

は、基本使用料の料金種別が無線ＬＡＮ ＳＴＩＣＫプラン ｄｓの契約者回線について、

ＬＴＥサービスの利用の一時停止（その電話番号を他に転用することなく、請求内容の登

録が完了した日 から次項に定める利用の再開の請求があるまでの間、そのＬＴＥサービス

を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします｡)を行います。 

２ 当社は、前項の規定によりＬＴＥサービスの利用の一時停止を行った後、一般ＬＴＥ契

約者から当社が別に定める方法により利用の再開の請求があったときは、請求内容の登録

が完了した日からＬＴＥサービスの利用の一時停止を廃止します。 

３ ＬＴＥサービスの一時停止と利用の再開の請求は、同日中に行うことはできません 。 

４ 当社は、ＬＴＥサービスの利用の一時停止をした日を含む料金月の翌料金月から起算し

て 12 料金月が経過することとなる料金月の末日までに、ＬＴＥサービスの利用の再開の請

求がなかった場合、その日をもってその一般ＬＴＥ契約を解除します。 

 

（ＬＴＥサービス利用権の譲渡） 

第 15 条 ＬＴＥサービス利用権（ＬＴＥ契約に基づき、当社からＬＴＥサービスの提供を受

ける権利をいいます。以下同じとします｡)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効

力を生じません。 

２ ＬＴＥサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所

定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添

えて、そのＬＴＥサービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。 

  ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え

ることができます。 

３ 当社は、前項の規定によりＬＴＥサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であっ
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て、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。 

(１) ＬＴＥサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の携帯電話サービスの料金そ

の他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に虚偽の内容又

は不備があると当社が認めたとき。 

(３) ＬＴＥサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 42 条（利用停止）第１項各号

の規定のいずれかに該当し、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止されたことがあ

る又はａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(４) ＬＴＥサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社の５Ｇ約款、ｐｏｖｏ約款

又はＵＱｍ約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたこと

がある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。 

(５) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(６) ＬＴＥサービス利用権を譲り受けようとする者が当社と締結している他の携帯電話

サービスに係る契約（通話を行うことができるものに限ります｡)の数の合計が５以上で

あるとき。 

(７) ＬＴＥサービス利用権を譲り受けようとする者（ＬＴＥサービス利用権を譲り受け

ようとする者により通話可能端末を貸与される者を含みます｡)が、携帯電話不正利用防

止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与

したものと当社が認めたとき。 

(８) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

４ 前項に定めるほか、当社は、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定するオフィスケ

ータイプラン、オフィスケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン（ＶＫ）に係

る一般ＬＴＥ契約について、前項の規定によりＬＴＥサービス利用権の譲渡の承認を求め

られた場合であって、第 10 条（契約申込みの承諾）第４項各号の規定のいずれかに該当す

ることとなる場合には、これを承認しないことがあります。 

５ 前２項に定めるほか、当社は、第３種ＬＴＥデュアル又は第３種ＬＴＥシングル（基本

使用料の料金種別がＱｕａｓｔａｔｉｏｎプランｄｓ又は無線ＬＡＮ ＳＴＩＣＫプラン 

ｄｓのものに限ります｡)の契約者回線について、ＬＴＥサービス利用権の譲渡を承認しま

せん。 

６ 前３項に定めるほか、当社は、データＭＡＸ定額３（料金表第１表第３（データ通信料）

１（適用）(３)の 20 に定めるものをいいます。以下同じとします｡)の適用を受けている契

約回線について、法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)へのＬＴＥ

サービス利用権の譲渡の承認を求められた場合、その請求と同時にデータＭＡＸ定額３以

外の特定データ通信定額の取扱いの適用又は基本使用料の料金種別の変更を申し出る場合

に限り、これを承認します。 

７ ＬＴＥサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人（ＬＴＥサービス利用権、ＬＴＥ

モジュール利用権（ＬＴＥモジュール契約に基づき、当社からＬＴＥモジュールの提供を

受ける権利をいいます。以下同じとします｡)又はＬＴＥ特定接続サービス利用権（ＬＴＥ

特定接続契約に基づき、当社からＬＴＥ特定接続サービスの提供を受ける権利をいいます。

以下同じとします｡)を譲り受ける者をいいます。以下同じとします｡)は、譲渡人（ＬＴＥ

サービス利用権、ＬＴＥモジュール利用権又はＬＴＥ特定接続サービス利用権を譲り渡す

者をいいます。以下同じとします｡)の有していた一切の権利（預託金の返還を請求する権

利を除きます｡)及び義務を承継します。 
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ただし、譲渡人は、ＬＴＥサービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以

前のａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払い

の責任を負うものとします。 

 

（一般ＬＴＥ契約者が行う一般ＬＴＥ契約の解除） 

第 16 条 一般ＬＴＥ契約者は、一般ＬＴＥ契約を解除しようとするときは、そのことをあら

かじめそのＬＴＥサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知

していただきます。 

２ 一般ＬＴＥ契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その一般

ＬＴＥ契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。 

３ ナンバーシェア機能の提供を受けている契約者回線又は５Ｇ契約者回線について、その

機能を廃止する事由が生じたとき（その契約者回線又は５Ｇ契約者回線に係る契約移行が

あった場合であって、契約移行と同時にこの約款又は当社の５Ｇ約款に定めるナンバーシ

ェア機能の提供の請求があったときを除きます｡)は、当社は、その契約者回線又は５Ｇ契

約者回線に係るナンバーシェア副回線について、その一般ＬＴＥ契約の解除の通知があっ

たものとみなして取り扱います。 

 

（一般ＬＴＥ契約者が行う初期契約解除） 

第 16 条の２ 一般ＬＴＥ契約者等（新たに一般ＬＴＥ契約（契約変更又は契約移行に係るも

のを除きます。以下この条において「新規契約」といいます｡)の申込みをする者又は一般

ＬＴＥ契約の内容の変更（契約変更又は契約移行による一般ＬＴＥ契約の申込みを含みま

す。以下この条において「変更契約」といいます｡)を請求する一般ＬＴＥ契約者をいいま

す。以下この条において同じとします｡)は、事業法施行規則第 22 条の２の７第１項各号の

いずれかに該当する場合を除き、契約書面（対象契約（新規契約又は変更契約をいいます。

以下この条において同じとします｡)を締結したときに、事業法第 26 条の２の第１項に基づ

き当社が一般ＬＴＥ契約者等に交付した書面（同条第２項の規定により提供するものを含

みます｡)をいいます。以下この条において同じとします｡)を受領した日又は対象契約に係

るＬＴＥサービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して８日が経過するまで

の間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対

象契約の解除（以下「初期契約解除」といいます｡)を行うことができます。この場合にお

いて、一般ＬＴＥ契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。 

２ 初期契約解除は、一般ＬＴＥ契約者等が前項に規定する書面を発した日又は通知をした

日に、その効力を生じます。 

３ 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の３、事業法施行規則及び総務

省告示等の法令に定めるところによります。 

 

（当社が行う一般ＬＴＥ契約の解除） 

第 17 条 当社は、第 42 条（利用停止）の規定によりＬＴＥサービスの利用を停止された一

般ＬＴＥ契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般ＬＴＥ契約を解除するこ

とがあります。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、一般ＬＴＥ契約者が第 42 条第１項各号（第 13 号を除

きます｡)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい

支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第１項第 13 号に該当する場合は、ＬＴＥサ
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ービスの利用停止をしないでその一般ＬＴＥ契約を解除することがあります。 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、一般ＬＴＥ契約者について、破産法（平成 16 年法律

第 75 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその

一般ＬＴＥ契約を解除することがあります。 

４ 当社は、前３項の規定に関わらず、第 80 条（利用に係る契約者の義務）第５項により書

類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住所

等の契約者（第 81 条（利用者登録）に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利用

者を含みます｡)の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、その一般ＬＴ

Ｅ契約を解除することがあります。 

５ 当社は、前項の規定による解除に先立ち、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用停止をす

ることがあります。 

 

(注) 当社は、本条第１項又は第２項の規定により、その一般ＬＴＥ契約を解除しようと

するときは、あらかじめ一般ＬＴＥ契約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第 18 条 一般ＬＴＥ契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところにより

ます。 

 

第３節 定期ＬＴＥ契約 

 

（契約申込みの方法） 

第 19 条 定期ＬＴＥ契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社がその記載

内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのＬＴＥサービスの契約事務

を行うサービス取扱所に提出していただきます。 

２ 一般ＬＴＥ契約者又は定期ＬＴＥ契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったとき

は、当社は、その新たに締結する定期ＬＴＥ契約の申込みについて前項の契約申込書の提

出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般ＬＴＥ契約者又

は定期ＬＴＥ契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているＬＴＥサービスに準じ

て取り扱います。 

３ 定期ＬＴＥ契約を新たに申込むことはできません。 

 

（契約申込みの承諾） 

第 20 条 当社は、定期ＬＴＥ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し

ます。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、通信の取扱い上余裕がないときは、その申込みの承諾

を延期することがあります。 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあり

ます。 

(１) 定期ＬＴＥ契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の

支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 第 19 条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容又は



- 本 17 - 

不備があると当社が認めたとき。 

(３) 定期ＬＴＥ契約の申込みをした者が、第 42 条（利用停止）第１項各号の規定のいず

れかに該当し、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止されている又はａｕ（ＬＴＥ）

通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(４) 定期ＬＴＥ契約の申込みをした者が、当社の５Ｇ約款、ｐｏｖｏ約款又はＵＱｍ約

款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はそ

の契約の解除を受けたことがあるとき。 

(５) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(６) 定期ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに係るものに限ります｡)の申込みをした者が当社

と締結している他の携帯電話サービスに係る契約（通話を行うことができるものに限り

ます｡)の数の合計が５以上であるとき。 

(７) 定期ＬＴＥ契約（ＬＴＥデュアルに係るものに限ります｡)の申込みをした者が当社

と締結している他の携帯電話サービスに係る契約（通話を行うことができるものに限り

ます｡)の数の合計が５以上であるとき。 

(８) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

４ 前３項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、料金表第１表第１（基本使用料等）

に規定するオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、オフィ

スケータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン（ＶＫ）に係る定期ＬＴＥ契約の申

込みを承諾しません。 

(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)でない

とき。 

(２) その申込みを承諾した場合に、その契約者名義の契約者回線及び他網契約者回線

（この約款又はＬＴＥ約款に定めるオフィスケータイプラン、オフィスケータイプラン

ＶＫ（ケータイ）、オフィスケータイプラン（Ｖ）若しくはオフィスケータイプラン

（ＶＫ）を選択するものに限ります｡)の数が 10 未満となるとき。 

(３) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当

社が別に定める基準に適合する者を除きます｡)の用に供され、それが業として行われる

ものと当社が認めるとき。 

 

 （定期ＬＴＥ契約に係るＬＴＥサービスの利用の一時休止） 

第 20 条の２ 当社は、定期ＬＴＥ契約者からＬＴＥサービスの利用の一時休止の請求があっ

たときは、次項に定めるものを除き、一般ＬＴＥ契約の場合に準じて取り扱います。 

２ 当社は、前項の規定によりＬＴＥサービスの利用の一時休止を行った後、定期ＬＴＥ契

約者から当社所定の書面により再利用の請求があったときは、新たに定期ＬＴＥ契約の申

込みがあったものとして、第 20 条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（定期ＬＴＥ契約の満了） 

第 21 条 定期ＬＴＥ契約は、その契約に基づいて当社がＬＴＥサービスの提供を開始した日

（第７種定期ＬＴＥ契約の場合は、その契約の申込みを当社が承諾した日とします｡)を含

む料金月の翌料金月（その契約が次条の規定により更新されたものである場合は、その更

新があった日を含む料金月（以下「更新月」といいます｡)とします｡)から起算して、次表

に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります 

区分 内容 
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第２種定期ＬＴＥ契約 タイプⅠ 24 料金月 

タイプⅡ 24 料金月 

第３種定期ＬＴＥ契約 24 料金月 

第４種定期ＬＴＥ契約 48 料金月 

第５種定期ＬＴＥ契約 24 料金月 

第６種定期ＬＴＥ契約 １ ２以外の場合 36 料金月 

２ その契約が更新されたものである場合 24 料金月 

第７種定期ＬＴＥ契約 24 料金月 

２ 前項の規定に関わらず、次表の左欄に定める定期ＬＴＥ契約が、同表の右欄に定める定

期５Ｇ契約（当社の５Ｇ約款に定めるものをいいます。以下同じとします｡)からの契約移

行により締結されたものであるときは、その定期５Ｇ契約の申込みを当社が承諾した日の

提供を開始した日を含む料金月の翌料金月（その契約が更新されたものであるときは、そ

の更新があった日を含む料金月とします｡)から起算して、24 料金月が経過することとなる

料金月の末日をもって満了となります。 

第７種定期ＬＴＥ契約 ２年定期５Ｇ契約 

 

（定期ＬＴＥ契約の更新） 

第 22 条 当社は、前条の規定により定期ＬＴＥ契約が満了した場合は、満了した日（以下

「満了日」といいます｡)の翌日（以下「更新日」といいます｡)に定期ＬＴＥ契約を更新し

ます。 

 

（定期ＬＴＥ契約者が行う定期ＬＴＥ契約の解除） 

第 23 条 定期ＬＴＥ契約者は、定期ＬＴＥ契約を解除しようとするときは、そのことをあら

かじめそのＬＴＥサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知

していただきます。 

２ 定期ＬＴＥ契約者から契約変更を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その定期

ＬＴＥ契約の解除について前項の通知があったものとみなして取り扱います。 

 

 （当社が行う定期ＬＴＥ契約の解除） 

第 24 条 当社は、第 42 条（利用停止）の規定によりＬＴＥサービスの利用を停止された定

期ＬＴＥ契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その定期ＬＴＥ契約を解除するこ

とがあります。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、定期ＬＴＥ契約者が第 42 条第１項各号（第 13 号を除

きます｡)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい

支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第１項第 13 号に該当する場合は、ＬＴＥサ

ービスの利用停止をしないでその定期ＬＴＥ契約を解除することがあります。 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、定期ＬＴＥ契約者について、破産法、民事再生法又

は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直

ちにその定期ＬＴＥ契約を解除することがあります。 

４ 当社は、前３項の規定に関わらず、第 80 条（利用に係る契約者の義務）第５項により書

類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住所

等の契約者（第 81 条（利用者登録）に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利用

者を含みます｡)の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、その定期ＬＴ
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Ｅ契約を解除することがあります。 

５ 当社は、前項の規定による解除に先立ち、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用停止をす

ることがあります。 

 

(注) 当社は、本条第１項又は第２項の規定により、その定期ＬＴＥ契約を解除しようと

するときは、あらかじめ定期ＬＴＥ契約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第 25 条 定期ＬＴＥ契約における契約の単位、契約者暗証番号、電話番号、契約者確認、Ｌ

ＴＥサービスの利用の一時中断、ＬＴＥサービス利用権の譲渡及び定期ＬＴＥ契約者が行

う初期契約解除の取扱いについては、一般ＬＴＥ契約の場合に準ずるものとします。 

２ 定期ＬＴＥ契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。 
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第３章の２ ＬＴＥモジュール契約 

 

第１節 ＬＴＥモジュールに係る契約の種別 

 

（ＬＴＥモジュールに係る契約の種別） 

第 25 条の２ ＬＴＥモジュールに係る契約には、次の種別があります。 

(１) 一般ＬＴＥモジュール契約 

 

第２節 一般ＬＴＥモジュール契約 

 

（契約申込みの方法） 

第 25 条の３ 一般ＬＴＥモジュール契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び

当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのＬＴＥモジ

ュールの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。 

２ 前項の場合において、包括的管理の取扱い（別記 42 に定める取扱いをいいます。以下同

じとします｡)の適用を受ける契約者回線の提供に係る申込みをするときは、その契約者回

線が所属する１の包括回線グループ（別記 42 に定めるものをいいます。以下同じとしま

す｡)を指定していただきます。 

 

（契約申込みの承諾） 

第 25 条の４ 当社は、一般ＬＴＥモジュール契約の申込みがあったときは、受け付けた順序

に従って承諾します。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、通信の取扱い上余裕がないときは、その申込みの承諾

を延期することがあります。 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあり

ます。 

(１)  一般ＬＴＥモジュール契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その

他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 第 25 条の３に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容

又は不備があると当社が認めたとき。 

(３) 一般ＬＴＥモジュール契約の申込みをした者が、第 42 条（利用停止）第１項各号の

規定のいずれかに該当し、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止されたことがある

又はａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(４) 一般ＬＴＥモジュール契約の申込みをした者が、当社の５Ｇ約款、ｐｏｖｏ約款又

はＵＱｍ約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことが

ある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。 

(５) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(６) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

４ 前項の規定によるほか、当社は、その一般ＬＴＥモジュール契約の申込みが包括的管理

の取扱いの適用に係るものであって、その一般ＬＴＥモジュール契約の申込みを承諾する

ことにより別記 42 の規定に反することとなる場合は、その一般ＬＴＥモジュール契約の申

込みを承諾しません。 
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（包括回線グループの変更） 

第 25 条の５ 包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回

線が所属する包括回線グループの変更の請求をすることができます。  

２ 当社は、前項の請求があったときは、変更後の包括回線グループを構成する他の契約者

回線に係る契約者名義が、請求のあった契約者回線に係る契約者名義と異なる場合を除い

て、これを承諾します。 

３ 当社は、第１項の請求があったときは、その請求を承諾した日を含む料金月の翌料金月

の初日にその包括回線グループを変更します。 

 

（ＬＴＥモジュールの利用の一時中断） 

第 25 条の６ 一般ＬＴＥモジュール契約者は、ＬＴＥモジュールの利用の一時中断を請求す

ることはできません。 

 

（ＬＴＥモジュールの利用の一時休止） 

第 25 条の７ 一般ＬＴＥモジュール契約者は、ＬＴＥモジュールの利用の一時休止を請求す

ることはできません。 

 

（ＬＴＥモジュール利用権の譲渡） 

第 25 条の８ ＬＴＥモジュール利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じ

ません。 

２ ＬＴＥモジュール利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社

所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを

添えて、そのＬＴＥモジュールの契約事務を行うサービス取扱所に請求していただきます。 

ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え

ることができます。 

３ 包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線に係るＬＴＥモジュール利用権の譲

渡の承認に関する請求は、包括回線グループを単位として行うことができます。 

４ 当社は、前２項の規定によりＬＴＥモジュール利用権の譲渡の承認を求められた場合で

あって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。 

(１) ＬＴＥモジュール利用権を譲り受けようとする者が当社の携帯電話サービスの料金

その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 第２項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に虚偽の内容

又は不備があると当社が認めたとき。 

(３) ＬＴＥモジュール利用権を譲り受けようとする者が、第 42 条（利用停止）第１項各

号の規定のいずれかに該当し、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止されたこと

がある又はａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(４) ＬＴＥモジュール利用権を譲り受けようとする者が、当社の５Ｇ約款、ｐｏｖｏ約

款又はＵＱｍ約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたこ

とがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。 

(５) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(６) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

５ 前項の規定によるほか、当社は、そのＬＴＥモジュール利用権の譲渡の承認に関する請

求が包括的管理の取扱いの適用に係るものであって、その請求を承認することにより別記
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42 の規定に反することとなる場合は、その請求を承認しません。 

６ ＬＴＥモジュール利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた一切の

権利（預託金の返還を請求する権利を除きます｡)及び義務を承継します。 

ただし、譲渡人は、ＬＴＥモジュール利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月

以前のａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払

いの責任を負うものとします。 

 

（一般ＬＴＥモジュール契約者が行う一般ＬＴＥモジュール契約の解除） 

第 25 条の９ 一般ＬＴＥモジュール契約者は、一般ＬＴＥモジュール契約を解除しようとす

るときは、そのことをあらかじめそのＬＴＥモジュールの契約事務を行うサービス取扱所

に当社所定の方法により通知していただきます。 

２ 当社は、ＬＴＥモジュールの提供を受けている契約者回線について、包括的管理の取扱

いの廃止を伴う請求又は別記 42 の規定に反することとなるその他の請求があったときは、

その請求を前項の通知があったものとみなして取り扱います。 

 

（当社が行う一般ＬＴＥモジュール契約の解除） 

第 25 条の 10 当社は、第 42 条（利用停止）の規定によりＬＴＥモジュールの利用を停止さ

れた一般ＬＴＥモジュール契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般ＬＴＥ

モジュール契約を解除することがあります。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、一般ＬＴＥモジュール契約者が第 42 条第１項各号（第

13 号を除きます｡)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特

に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第１項第 13 号に該当する場合は、

ＬＴＥモジュールの利用を停止しないでその一般ＬＴＥモジュール契約を解除することが

あります。 

３ 前２項の規定に関わらず、次のいずれかに該当するときは、その定めるところによりま

す。 

(１) 当社は、一般ＬＴＥモジュール契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生

法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその

一般ＬＴＥモジュール契約を解除することがあります。 

(２) 当社は、包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係る一般ＬＴＥモジュー

ル契約者について、その契約者の地位の承継により別記 42 の規定に反することとなった

ことを知ったときは、直ちにその一般ＬＴＥモジュール契約を解除します。 

(３) 当社は、包括的管理の取扱いの適用を受けている契約者回線について、別記 42 の規

定に反することとなった場合は、その一般ＬＴＥモジュール契約を解除することがあり

ます。 

４ 当社は、前３項の規定に関わらず、第 80 条（利用に係る契約者の義務）第５項により書

類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住所

等の契約者の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、その一般ＬＴＥモ

ジュール契約を解除することがあります。 

５ 当社は、前項の規定による解除に先立ち、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用停止をす

ることがあります。 

 

(注) 当社は、本条第１項又は第２項の規定により、その一般ＬＴＥモジュール契約を解
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除しようとするときは、あらかじめ一般ＬＴＥモジュール契約者にそのことを通知しま

す。 

 

（その他の提供条件） 

第25条の11 一般ＬＴＥモジュール契約における契約の単位、契約者確認、電話番号及び一

般ＬＴＥモジュール契約者が行う初期契約解除の取扱いについては、一般ＬＴＥ契約の場

合に準ずるものとします。 

２ 一般ＬＴＥモジュール契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところ

によります。 
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第３章の３ ＬＴＥデータプリペイド契約 

 

（契約申込みの方法） 

第25条の12 ＬＴＥデータプリペイド契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及

び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのＬＴＥデ

ータプリペイドの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。 

 

（契約申込みの承諾） 

第25条の13 当社は、ＬＴＥデータプリペイド契約の申込みがあったときは、受け付けた順

序に従って承諾します。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、通信の取扱い上余裕がないときは、その申込みの承諾

を延期することがあります。 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあり

ます。 

(１) ＬＴＥデータプリペイド契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金そ

の他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 前条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に虚偽の内容又は不

備があると当社が認めたとき。 

(３) ＬＴＥデータプリペイド契約の申込みをした者が、第 42 条（利用停止）第１項各号

又は第 42 条の２各号の規定のいずれかに該当し、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を

停止されたことがある又はａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約の解除を受けたこと

があるとき。 

(４) ＬＴＥデータプリペイド契約の申込みをした者が、当社の５Ｇ約款、ｐｏｖｏ約款

又はＵＱｍ約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたこと

がある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。 

(５) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(６) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて

当社が別に定める基準に適合する者を除きます｡)の用に供され、それが業として行われ

るものと当社が認めるとき。 

(７) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（ＬＴＥデータプリペイドの利用の一時中断） 

第25条の14 ＬＴＥデータプリペイド契約者は、ＬＴＥデータプリペイドの利用の一時中断

を請求することはできません。 

 

（ＬＴＥデータプリペイドの利用の一時休止） 

第25条の15 ＬＴＥデータプリペイド契約者は、ＬＴＥデータプリペイドの利用の一時休止

を請求することはできません。 

 

（ＬＴＥデータプリペイド利用権の譲渡） 

第25条の16 ＬＴＥデータプリペイド利用権（ＬＴＥデータプリペイド契約に基づき、当社

からＬＴＥデータプリペイドの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします｡)につい

ては、譲渡することができません。 
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（ＬＴＥデータプリペイド契約者が行うＬＴＥデータプリペイド契約の解除） 

第25条の17 ＬＴＥデータプリペイド契約者は、ＬＴＥデータプリペイド契約を解除しよう

とするときは、そのことをあらかじめそのＬＴＥデータプリペイドの契約事務を行うサー

ビス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 

 

（当社が行うＬＴＥデータプリペイド契約の解除） 

第25条の18 当社は、ＬＴＥデータプリペイドの提供を開始した時点（ＬＴＥデータプリペ

イド契約者が、前払いデータ通信料の登録（第 63 条の２（ＬＴＥデータプリペイドに係る

前払いデータ通信料等の登録等）に規定する前払いデータ通信料の登録をいいます。以下

同じとします｡)又はデータ証票の登録（料金表第１表第３（データ通信料）１（適用）

(16)に規定するデータ証票の登録をいいます。以下同じとします｡)を行った場合は、その

登録に係る利用可能データ量（料金表第１表第５の２（ＬＴＥデータプリペイドに係る前

払いデータ通信料等）に規定する利用可能データ量又は登録したデータ証票に係る利用可

能データ量をいいます。以下同じとします｡)の利用可能期間（同第５の２に規定する利用

可能期間をいいます。以下同じとします｡)を経過した時点とします｡)から 365 日に相当す

る時間が経過することとなる時点までに、ＬＴＥデータプリペイド契約者が、前払いデー

タ通信料の登録又はデータ証票の登録を行わなかったときは、そのＬＴＥデータプリペイ

ド契約を解除します。 

２ 当社は、第 42 条の２の規定によりＬＴＥデータプリペイドの利用を停止されたＬＴＥデ

ータプリペイド契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのＬＴＥデータプリペイ

ド契約を解除することがあります。 

３ 前項の規定に関わらず、当社は、ＬＴＥデータプリペイド契約者が第 42 条の２各号（第

７号を除きます｡)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特

に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条の２第７号に該当する場合は、ＬＴ

Ｅデータプリペイドの利用を停止しないでそのＬＴＥデータプリペイド契約を解除するこ

とがあります。 

４ 前３項の規定に関わらず、当社は、ＬＴＥデータプリペイド契約者について、破産法、

民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知っ

たときは、直ちにそのＬＴＥデータプリペイド契約を解除することがあります。 

５ 当社は、前４項の規定に関わらず、第 80 条（利用に係る契約者の義務）第５項により書

類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住所

等の契約者（第 81 条（利用者登録）に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利用

者を含みます｡)の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、そのＬＴＥデ

ータプリペイド契約を解除することがあります。 

６ 当社は、前項の規定による解除に先立ち、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用停止をす

ることがあります。 

 

(注) 当社は、本条第１項から第３項の規定により、そのＬＴＥデータプリペイド契約を

解除しようとするときは、あらかじめＬＴＥデータプリペイド契約者にそのことを通知

します。 

 

（その他の提供条件） 
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第25条の19 ＬＴＥデータプリペイド契約における契約の単位、契約者暗証番号及び電話番

号の取扱いについては、一般ＬＴＥ契約の場合に準ずるものとします。 

２ ＬＴＥデータプリペイド契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるとこ

ろによります。 
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第４章 ローミング契約 

 

（ローミング契約） 

第 26 条 沖縄セルラー電話株式会社が提供する電気通信サービス（沖縄セルラー電話株式会

社のＬＴＥ約款に規定するＬＴＥサービス、ＬＴＥモジュール、ＬＴＥデータプリペイド

及びＬＴＥ特定接続サービスに限ります。以下この条及び次条において同じとします｡)の

提供を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していること

となります。 

 

（沖縄セルラー電話株式会社の契約約款による制約等） 

第 27 条 ローミング契約者は、沖縄セルラー電話株式会社のＬＴＥ約款に基づき、沖縄セル

ラー電話株式会社が提供する電気通信サービスを利用することができないときは、ローミ

ングの提供を受けることはできません。 

 

（電話番号） 

第 28 条 ローミングの電話番号は、沖縄セルラー電話株式会社が定めた番号とします。 

 

（ローミングに係る端末設備の工事等） 

第 29 条 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求を

することはできません。 

 

（当社が行うローミング契約の解除） 

第 30 条 当社は、そのローミングと同一の種類のａｕ（ＬＴＥ）通信サービスを廃止したと

きは、そのローミング契約を解除します。 
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第４章の２ ＬＴＥ特定接続契約 

 

（契約申込みの方法） 

第 30 条の２ ＬＴＥ特定接続契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書及び当社が

その記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをそのＬＴＥ特定接続契

約の契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。 

この場合において、ＬＴＥ特定接続契約の申込みをする者は、１の特定接続事業者を指

定し、当社に申し出ていただきます。 

 

（契約申込みの承諾） 

第 30 条の３ 当社は、ＬＴＥ特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従っ

て承諾します。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、通信の取扱い上余裕がないときは、その申込みの承諾

を延期することがあります。 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあり

ます。 

(１) 前条に基づき提出された契約申込書に不備があるとき。 

(２) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(３) 前条の規定により指定した特定接続事業者から、その特定接続事業者が提供する電

気通信サービス（当社の接続約款に定めるＬＴＥ直収パケット通信機能を利用するもの

に限ります。以下、この章において同じとします｡)に係る契約の申込みについて承諾が

得られないとき。 

(４) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（ＬＴＥ特定接続サービスの利用の一時中断） 

第 30 条の４ ＬＴＥ特定接続契約者は、ＬＴＥ特定接続サービスの利用の一時中断を請求す

ることはできません。 

 

（ＬＴＥ特定接続サービスの利用の一時休止） 

第 30 条の５ ＬＴＥ特定接続契約者は、ＬＴＥ特定接続サービスの利用の一時休止を請求す

ることはできません。 

 

（ＬＴＥ特定接続サービス利用権の譲渡等） 

第 30 条の６ ＬＴＥ特定接続サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効

力を生じません。 

２ ＬＴＥ特定接続サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署し

た当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定める

ものを添えて、そのＬＴＥ特定接続サービスの契約事務を行うサービス取扱所に請求して

いただきます。 

ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え

ることができます。 

３ ＬＴＥ特定接続契約者は、その特定接続事業者が提供する電気通信サービスに係る利用

権の譲渡があったときは、そのことを速やかにＬＴＥ特定接続サービスの契約事務を行う
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サービス取扱所に通知していただきます。この場合において、当社はそれを前項の請求と

して取り扱います。 

４ 当社は、前３項の規定によりＬＴＥ特定接続サービス利用権の譲渡の承認を求められた

場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。 

(１) 第２項に基づき提出された当社所定の書面に不備があるとき。 

(２) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(３) そのＬＴＥ特定接続契約に係る特定接続事業者から、その特定接続事業者が提供す

る電気通信サービスに係る利用権の譲渡について承諾が得られないとき。 

(４) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

５ ＬＴＥ特定接続サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた

一切の権利（預託金の返還を請求する権利を除きます｡)及び義務を承継します。 

ただし、譲渡人は、ＬＴＥ特定接続サービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前

料金月以前のａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯し

て支払いの責任を負うものとします。 

 

（ＬＴＥ特定接続契約者が行うＬＴＥ特定接続契約の解除） 

第 30 条の７ ＬＴＥ特定接続契約者は、ＬＴＥ特定接続契約を解除しようとするときは、そ

のことをあらかじめそのＬＴＥ特定接続サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社

所定の方法により通知していただきます。 

２ ＬＴＥ特定接続契約者は、その特定接続事業者が提供する電気通信サービスに係る契約

の解除があったときは、そのことを速やかにＬＴＥ特定接続サービスの契約事務を行うサ

ービス取扱所に通知していただきます。この場合において、当社はそれを前項の通知とし

て取り扱います。 

 

（当社が行うＬＴＥ特定接続契約の解除） 

第 30 条の８ 当社は、第 42 条（利用停止）の規定によりＬＴＥ特定接続サービスの利用を

停止されたＬＴＥ特定接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのＬＴＥ特定

接続契約を解除することがあります。 

２ 前項の規定に関わらず、当社は、ＬＴＥ特定接続契約者が第 42 条第１項各号（第 13 号

を除きます｡)のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著

しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 42 条第１項第 13 号に該当する場合は、ＬＴ

Ｅ特定接続サービスの利用停止をしないでそのＬＴＥ特定接続契約を解除することがあり

ます。 

３ 当社は、ＬＴＥ特定接続契約者から前条第２項に定める通知がない場合であっても、そ

の特定接続事業者が提供する電気通信サービスに係る契約の解除があったことを知ったと

きは、その契約者回線に係るＬＴＥ特定接続契約を解除します。 

４ 当社は、特定接続事業者とのは相互接続協定の解除があった場合は、その特定接続事業

者を指定しているＬＴＥ特定接続契約を解除します。 

 

(注) 当社は、本条第１項又は第２項の規定により、そのＬＴＥ特定接続契約を解除しよ

うとするときは、あらかじめＬＴＥ特定接続契約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 
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第 30 条の９ ＬＴＥ特定接続契約における契約の単位、契約者暗証番号、契約者確認及び電

話番号の取扱いについては、一般ＬＴＥ契約の場合に準ずるものとします。 

２ この章その他この約款に定めるＬＴＥ特定接続契約及びＬＴＥ特定接続サービスの提供

に係る手続き等については、そのＬＴＥ特定接続契約に係る特定接続事業者を介して行う

場合があります。 

３ ＬＴＥ特定接続契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるころによりま

す。  
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第４章の３ ００ＸＹ自動接続契約 

 

（００ＸＹ自動接続契約）  

第 30条の10 ００ＸＹ自動接続事業者が提供する電気通信サービスの提供を受けるための契

約（その内容において００ＸＹ自動接続サービスを含むものに限ります。以下「００ＸＹ

自動接続付ＭＶＮＯ契約」といいます｡)を締結している者は、当社と００ＸＹ自動接続契

約を締結していることとなります。 

 

（００ＸＹ自動接続事業者のサービスによる制約等） 

第30条の11 ００ＸＹ自動接続契約者は、００ＸＹ自動接続付ＭＶＮＯ契約に基づき００Ｘ

Ｙ自動接続事業者が提供する電気通信サービス又は００ＸＹ自動接続事業者が指定する電

気通信番号に係る相互接続点に係る電気通信設備を利用することができないときは、００

ＸＹ自動接続サービスの提供を受けることはできません。 

 

（電話番号） 

第30条の12 ００ＸＹ自動接続サービスの電話番号は、００ＸＹ自動接続事業者が定めた番

号とします。 

 

（当社が行う００ＸＹ自動接続契約の解除） 

第30条の13 当社は、その００ＸＹ自動接続契約に係る００ＸＹ自動接続付ＭＶＮＯ契約が

解除された場合、００ＸＹ自動接続契約を解除します。 
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第５章 オプション機能 

 

（オプション機能の提供） 

第 31 条 当社は、ＬＴＥ契約者又はＬＴＥモジュール契約者から請求があったときは、別表

１に規定するオプション機能を提供します。 

ただし、第３種ＬＴＥデュアルの契約者回線については、ＬＴＥ ＮＥＴ機能又はＬＴ

Ｅ ＮＥＴ ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能に限り、提供します。 

２ 別表１に基づき提供するオプション機能のうち、別記 40(１)又は(２)に定める機能につ

いては、前項の規定に関わらず、それぞれＬＴＥ契約者又はＬＴＥモジュール契約者から

請求があったものとみなして取り扱います。 

３ 当社は、ＬＴＥデータプリペイドの契約者回線について、別記 40(３)に定めるオプショ

ン機能を、ＬＴＥデータプリペイド契約者から請求があったものとみなして提供します。 

４ 当社は、ＬＴＥ特定接続サービスの契約者回線について、別記 40(４)に定めるオプショ

ン機能を、ＬＴＥ特定接続契約者から請求があったものとみなして提供します。 

５ 当社は、ローミング契約者が、沖縄セルラー電話株式会社から当社のオプション機能に

相当する機能の提供を受けている場合は、そのオプション機能を提供します。 

 

（包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の取扱い） 

第 31 条の２ 包括的管理の取扱いの適用を受ける契約者回線に係るオプション機能の提供の

請求は、新たに包括回線グループを設定する際に、その設定する包括回線グループを単位

として行っていただきます。 

２ 当社は、包括回線グループに追加された契約者回線については、その追加の請求をオプ

ション機能（前項の規定によりその包括回線グループに提供されているものに限ります｡)

の提供の請求とみなして取り扱います。 

３ ＬＴＥモジュール契約者は、包括回線グループを単位として行う場合を除き、前２項の

規定により提供されているオプション機能の廃止の申出をすることができません。 

４ 前項の規定に関わらず、当社は、包括回線グループの変更の請求を行った契約者回線に

ついては、その変更の請求をオプション機能（第１項の規定により変更前の包括回線グル

ープに提供されているものに限ります｡)の廃止の申出があったものとみなして取り扱いま

す。 

 

（ＬＴＥサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い） 

第 32 条 当社は、ＬＴＥサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の

利用の一時中断を行います。 

 

（ＬＴＥサービスの利用の一時休止があった場合の取扱い） 

第 33 条 当社は、ＬＴＥサービスの利用の一時休止があったときは、そのオプション機能を

廃止します。 

 

（権利の譲渡があった場合の取扱い） 

第 34 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、ＬＴＥサービス利用

権又はＬＴＥモジュール利用権の譲渡があった場合であって、別表１に別段の定めがある

ときは、第 15 条（ＬＴＥサービス利用権の譲渡）、第 25 条（その他の提供条件）又は第
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25 条の８（ＬＴＥモジュール利用権の譲渡）の規定に関わらず、そのオプション機能を廃

止します。 

 

（地位の承継があった場合の取扱い）  

第 35 条 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継

があった場合であって、別表１に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止し

ます。 
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第６章 ＳＩＭ等の貸与等 

 

（ａｕＩＣカードの貸与） 

第 36 条 当社は、契約者等（ＬＴＥ契約者、ＬＴＥモジュール契約者、ＬＴＥデータプリペ

イド契約者又はＬＴＥ特定接続契約者に限ります。以下この章において同じとします｡)に

対し、ａｕＩＣカードを貸与します。この場合において、貸与するａｕＩＣカードの数は、

１のＬＴＥ契約につき１とします。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するａｕ

ＩＣカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者等に通

知します。 

３ 第１項の規定に関わらず、次条の規定に基づきｅＳＩＭ又は特定ＳＩＭカードに電話番

号その他の情報の登録等を行っているときは、ＳＩＭ等の種類の変更の請求があった場合

を除き、ａｕＩＣカードを貸与しません。 

 

（電話番号その他の情報の登録等） 

第 37 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するＳＩＭ等に電話番号その他の情報の登録等を

行います。 

(１) ａｕＩＣカードを貸与するとき。 

(２) その他、当社からａｕＩＣカードの貸与を受けている又はｅＳＩＭ若しくは特定Ｓ

ＩＭカードを保有する契約者等から、そのＳＩＭ等への電話番号その他の情報の登録等

を要する請求があったとき。 

２ 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条（電話番号）第２項、第 25 条の 11（その他の

提供条件）、第 25 条の 19（その他の提供条件）、第 30 条の９（その他の提供条件）又は

第 73 条（修理又は復旧の場合の暫定措置）の規定により電話番号を変更する場合は、電話

番号の登録等を行います。 

 

（ａｕＩＣカードの情報消去及び破棄） 

第 38 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するａｕＩＣカードに登録された電話番号その

他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責

任を負わないものとします。 

(１) そのａｕＩＣカードに係るＬＴＥ契約、ＬＴＥモジュール契約、ＬＴＥデータプリ

ペイド契約又はＬＴＥ特定接続契約の解除（契約変更によるＬＴＥ契約の解除であって、

当社が別に定めるものを除きます｡)があったとき。 

(２) そのＬＴＥサービスの利用の一時休止を請求し、その承諾を受けたとき。 

(３) ａｕＩＣカードの変更その他の事由より、ａｕＩＣカードを利用しなくなったとき。 

２ 当社からａｕＩＣカードの貸与を受けている契約者等は、前項の各号に該当する場合、

当社の指示に従ってそのａｕＩＣカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 

 

（ＳＩＭ等の管理責任） 

第 39 条 当社からａｕＩＣカードの貸与を受けている契約者等は、そのａｕＩＣカードを善

良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

２ 当社のａｕＩＣカードの貸与を受けている契約者等は、ａｕＩＣカードについて盗難に

あった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。 
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３ 当社は、第三者がＳＩＭ等を利用した場合であっても、そのａｕＩＣカードの貸与を受

けている又はｅＳＩＭ若しくは特定ＳＩＭカードを保有する契約者等が利用したものとみ

なして取り扱います。 

４ 当社は、ＳＩＭ等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わ

ないものとします。 

 

（ＰＩＮコード） 

第 40 条 契約者等は、当社が別に定める方法により、ＳＩＭ等に、ＰＩＮコード（そのＳＩ

Ｍ等を利用する者を識別するための数字の組合せをいいます｡)を登録することができます。

この場合において、当社からそのａｕＩＣカードの貸与を受けている又はｅＳＩＭ若しく

は特定ＳＩＭカードを保有する契約者等以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約

者が登録を行ったものとみなします。 

２ 契約者等は、ＰＩＮコードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 
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第７章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第 41 条 当社は、次の場合には、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの一部又は全部の利用を中止

することがあります。 

(１) 当社又は特定ＭＮＯの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 

(２) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取り止めること

をいいます。以下同じとします｡)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又

はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。 

(３) 第 51 条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき。 

２ 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるａ

ｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれが

あると当社が認めた場合、又は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る料金その他の債務の

支払方法について不正利用若しくは不正登録等、不当な行為のおそれがあると当社が判断

した場合は、一時的にａｕ（ＬＴＥ）通信サービス又はオプション機能の一部若しくは全

部の利用を中止することがあります。 

  この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が

解消されたときは、その利用の中止を解除します。 

 

(注) 当社は、本条の規定によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を中止するときは、

あらかじめそのことをその契約者に通知（個別の通知又は当社所定のＷＥＢサイトに掲

示する等の方法により行います｡)します。 

    ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第 42 条 当社は、契約者等（契約者（ＬＴＥデータプリペイド契約者を除きます｡)又はＬＴ

Ｅ特定接続契約者をいいます。以下この条において同じとします｡)が次のいずれかに該当

するときは、６か月以内で当社が定める期間（第１号又は第２号に該当するときは、その

料金その他の債務が支払われるまでの間、第４号、第６号、第８号又は第９号に該当する

ときは、当社が契約者等本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社

が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの間、第 16 号に該当するときは、第

16 号に該当しないことが確認できるまでの間）、そのａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用

を停止することがあります。 

(１) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日

を経過した後、サービス取扱所（料金収納事務を行う当社の事業所に限ります｡)以外に

おいて支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みま

す。以下この条において同じとします｡)。 

(２) 契約者等が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のａｕ（ＬＴＥ）通

信サービスに係る料金その他の債務又は契約者等が当社と契約を締結している若しくは

締結していた他の電気通信サービス等に係る料金等の債務（その契約約款等に定める料

金その他の債務をいいます｡)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(３) 第 64 条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。 

(４) ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約の申込み又はＬＴＥサービス利用権の譲渡
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の承認に係る請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明し

たとき。  

(５) そのＬＴＥ契約が携帯電話不正利用防止法第７条第１項の規定に違反して通話可能

端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。 

(６) 第11条（一般ＬＴＥ契約者の契約者確認の取扱い）（第25条（その他の提供条件）、

第 25 条の 11（その他の提供条件）又は第 30 条の９（その他の提供条件）において準用

する場合を含みます｡)の規定に違反したとき。 

(７) ＬＴＥ契約者（ＬＴＥ契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みま

す｡)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与した

ものと当社が認めたとき。 

(８) 第４号から第７号のほか、携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定に該当すると

当社が認めたとき。 

(９) 別記４若しくは別記５の規定に違反したとき、又は別記４若しくは別記５の規定に

より届け出た内容について事実に反することが判明したとき。 

(10) 契約者がそのａｕ（ＬＴＥ）通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯

電話サービスの利用において第 80 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当

社が認めたとき。 

(11) 当社の＋メッセージ利用規約に定めるところにより、＋メッセージ（別表１に定め

るものをいいます。以下同じとします｡)の利用の停止があったとき。 

(12) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止す

る必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にそのａｕ（ＬＴＥ）通

信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。 

(13) 契約者が、そのａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関

し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行

為をしたと当社が判断したとき。 

(14) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

(15) 別記７若しくは別記８の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は

その検査の結果、技術基準等（別記９に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。

以下同じとします｡)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備

の契約者回線への接続を取り止めなかったとき。 

(16) 別記 10 から別記 13 の規定に違反したとき。 

(17) オフィスケータイプラン、オフィスケータイプランＶＫ（ケータイ）、オフィスケ

ータイプラン（Ｖ）又はオフィスケータイプラン（ＶＫ）に係るＬＴＥ契約について、

第10条（契約申込みの承諾）第４項各号のいずれか、又は第20条（契約申込みの承諾）

第４項各号のいずれかに該当することとなったとき。 

２ 当社は、ナンバーシェア主回線（別表１（オプション機能）又は当社の５Ｇ約款別表１

（オプション機能）に定めるナンバーシェア主回線をいいます。以下同じとします｡)又は

ナンバーシェア副回線について、前項の各号の規定又は当社の５Ｇ約款の相当する規定の

いずれかに該当し、そのａｕ（ＬＴＥ）通信サービス又はａｕ（５Ｇ）通信サービスの利

用を停止するときは、あわせて、それぞれに係るナンバーシェア副回線及びナンバーシェ

ア主回線のａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用も停止します。 

 

(注) 当社は、本条の規定によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止するときは、
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あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者等に通知します。 

ただし、次に定める場合は、この限りでありません。 

(ア) 本条第１項第 10 号の規定（次に定めるものに限ります｡)により利用を停止する

場合であって、緊急やむを得ないとき 

① 第 80 条（利用に係る契約者の義務）第１項第３号の規定に違反する場合 

② 第 80条第１項第５号の規定に違反する場合（専ら別記 20の規定に基づく場合を

除きます｡)  

(イ) 本条第１項第 12 号の規定により利用を停止するとき 

(ウ) 本条第１項第 13 号の規定により利用を停止する場合であって、緊急やむを得な

いとき 

 

第 42 条の２ 当社は、ＬＴＥデータプリペイド契約者が次のいずれかに該当するときは、６

か月以内で当社が定める期間（ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金その他の債務を支払わ

れないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第２号又は第３号の規定に

該当するときは、当社がＬＴＥデータプリペイド契約者本人を確認するための書類として

当社が別に定めるものを、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただくまでの

間）、そのＬＴＥデータプリペイドの利用を停止することがあります。 

(１) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日

を経過した後、サービス取扱所（料金収納事務を行う当社の事業所に限ります｡)以外に

おいて支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みま

す。以下この条において同じとします｡)。 

(２) ＬＴＥデータプリペイドに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反

する記載を行ったことが判明したとき。 

(３) 別記４若しくは５の規定に違反したとき、又は別記４若しくは５の規定により届け

出た内容について事実に反することが判明したとき。 

(４) ＬＴＥデータプリペイド契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた

他のａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る料金その他の債務又はＬＴＥデータプリペイド

契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービス等に係

る料金等の債務（その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます｡)について、支

払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(５) ＬＴＥデータプリペイド契約者がそのＬＴＥデータプリペイド又は当社と契約を締

結している他の携帯電話サービスの利用において第 80 条（利用に係る契約者の義務）の

規定に違反したと当社が認めたとき。 

(６) 当社の＋メッセージ利用規約に定めるところにより、＋メッセージの利用の停止が

あったとき。 

(７) 契約者が、そのａｕ（５Ｇ）通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関し、

クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行為を

したと当社が判断したとき。 

(８) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

(９) 別記７若しくは別記８の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は

その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気

通信設備の契約者回線への接続を取り止めなかったとき。 

(10) 別記 10 から別記 13 の規定に違反したとき。 



- 本 39 - 

(11) 第 64 条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。 

(12) その契約者以外の者（その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて

当社が別に定める基準に適合する者を除きます｡)の用に供され、それが業として行われ

るものと当社が認めるとき。 

 

(注) 当社は、本条の規定によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止するときは、

あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのＬＴＥデータプリペイド契約者

等に通知します。 

ただし、本条第５号の規定により、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止する

場合（次の各号に掲げる場合に限ります｡)であって、緊急やむを得ないときは、この限

りでありません。 

(ア) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）第１項第３号の規定に違反する場合 

(イ) 第 80 条（利用に係る契約者の義務）第１項第５号の規定に違反する場合（専ら

別記 20 の規定に基づく場合を除きます｡) 

 

（利用限度額の設定） 

第 43 条 当社は、ａｕ国際通話に関する料金（沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミ

ングに係る料金を含み、ａｕ国際通話定額（料金表第１表第２（通話料）１（適用）(４)

の２に定めるａｕ国際通話に係る通話料の定額適用をいいます。以下同じとします｡)に係

る定額料及び定額通話料を除きます｡)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話（当社の電

話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします｡)に関する料金（同契

約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます｡)の月間累積

通話等料金の額を合算した額（以下この条において「国際通話月間累計額」といいます｡)

について、限度額（以下「ａｕ国際通話利用限度額」といいます｡)を設定します。 

２ その契約者回線に係るＬＴＥ契約が、契約移行又はｐｏｖｏ1.0 契約からの番号移行に

より締結されたものである場合、契約移行を行った日(以下「契約移行日」といいます｡)又

は番号移行を行った日（以下「番号移行日」といいます｡)を含む料金月（以下それぞれ

「契約移行月」、「番号移行月」といいます｡)の国際通話月間累計額は、契約移行又は番

号移行を行う前の電気通信回線から行った、それぞれの契約約款に定めるａｕ国際通話又

は国際通話に関する料金（沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を

含みます｡)の月間累計額を合算して算出するものとします。 

３ 第１項に定めるａｕ国際通話利用限度額は、３万円とします。 

４ 契約者は、第１項に規定する１の料金月における国際通話月間累計額がａｕ国際通話利

用限度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日ま

での間、その契約者回線からａｕ国際通話を行うことはできません。 

５ 契約者は、第１項の規定により設定されたａｕ国際通話利用限度額を超えた部分に関す

る通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 

６ 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合すると

きは、その申出のあった料金月において、ａｕ国際通話利用限度額の解除又は変更を行う

ことがあります。 
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第８章 通信 

 

第１節 通信の種類等 

 

（通信の種類） 

第 44 条 通信には、次の種類があります。 

種類 内容 

１ 一般通信 ２以外の通信 

２ 相互接続通信 相互接続点との間の通信 

２ 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。 

種類 内容 

１ 通常通話 ２以外の通話 

２ ａｕ国際通話 ＬＴＥサービス又はローミングの契約者回線を使用して本邦と

外国との間で行う通話 

備考 ２欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに

係る衛星携帯電話（以下「特定衛星携帯電話」といいます｡)及びインマルサットシス

テム移動地球局（海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットＦｌｅｅｔＸ

ｐｒｅｓｓ通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同

じとします｡)を含みます。以下同じとします。 

３ 削除 

４ ａｕ国際通話は、ＬＴＥサービス（ＬＴＥデュアルに限ります｡)又はローミング（沖縄

セルラー電話株式会社のＬＴＥ約款に規定するＬＴＥサービス（ＬＴＥデュアルに限りま

す｡)の提供を受けているものに限ります｡)の契約者回線からの通話に限り行うことができ

ます。 

 

（電波伝播条件による通信場所の制約） 

第 45 条 通信は、その移動無線装置が別記１で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り

行うことができます。 

  ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、

海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 

 

（相互接続に伴う通信） 

第 46 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。 

２ 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行う

ことができます。 

３ 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者

における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信（この約

款で提供するａｕ（ＬＴＥ）通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備に

おける通信をいいます。以下同じとします｡)を行うことはできません。 

４ 当社は、特定接続事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づき

当社が別に定めるデータ量を超える又は超えるおそれがあると当社が認めたときは、その

通信の利用を中止する措置をとることがあります。 
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（沖縄セルラー電話株式会社との間で継続して接続する通信） 

第 47 条 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動

に伴って、沖縄セルラー電話株式会社が継続して接続し、終了した通信については、その

通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。 

２ 当社は、沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスのサービス区域において開始し

た通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信に

ついては、その通信を開始した時点の沖縄セルラー電話株式会社のサービス区域において

開始し終了した通信とみなして取り扱います。 

 

第 48 条 削除 

 

（ａｕ国際通話の取扱い） 

第 49 条 ａｕ国際通話は、本邦発信の自動通話（通話の相手先までの接続が、交換取扱者を

介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます｡)に限り行うこと

ができます。 

２ 当社は、契約者から請求があったときは、ａｕ国際通話利用規制（その契約者回線から

ａｕ国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします｡)を行

います。 

３ 当社は、その契約者回線に係るＬＴＥ契約が、契約移行又はｐｏｖｏ1.0 契約からの番

号移行により締結されたものである場合であって、契約移行又は番号移行を行う前の電気

通信回線について、それぞれの契約約款に規定するａｕ国際通話利用規制又は国際通話利

用規制を行っていたときは、契約者から別段の申出がない限り、その契約者回線について

前項に規定する請求があったものとして取り扱います。 

４ 前２項に規定する場合のほか、当社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発

信規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、ａｕ国際通話利用規制を行います。 

  

（外国における取扱い制限） 

第 50 条 ａｕ国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者（外国の法

令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同

じとします｡)が定める契約約款等により制限されることがあります。 

 

第２節 通信利用の制限等 

 

（通信利用の制限等） 

第 51 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったと

きは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予

防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事

項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に

取り扱うため、次の措置をとることがあります。 

(１)  次に掲げる機関が使用している契約者回線（当社がそれらの機関との協議により定

めたものに限ります｡)以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約

者回線等への通信を中止する措置を含みます｡) 

機関名 
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気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

秩序の維持に直接関係がある機関 

防衛に直接関係がある機関 

海上の保安に直接関係がある機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信役務の提供に直接関係がある機関 

電力の供給に直接関係がある機関 

水道の供給に直接関係がある機関 

ガスの供給に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

新聞社等の機関 

金融機関 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 

備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第１号の規定に基づ

き、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。 

(２) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置 

 

第 52 条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。 

(１) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信

の利用を制限すること。 

(２) 電子メール（別表１に規定するＬＴＥ ＮＥＴ電子メールをいいます。以下この条

において同じとします｡)に係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メールの配信を

制限すること。 

(３) 電子メールに係る通信において、多数のメールアドレスを指定して送信された電子

メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと

当社が認めた場合に、その電子メールの配信を拒否すること。 

(４) 契約者が電子メールを利用して送信した電子メールについて、その電子メールの転

送を継続して行うことがａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当

社が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。 

(５) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を

占有する等、その通信がａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあ

ると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。 

(６) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発

生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫

させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさ

せたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。 

２ 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮

その他ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。 

 

第 53 条 当社は、前２条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその
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他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務（立替払等に係る債務を含

みます｡)の履行がなされていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った

端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措

置をとることがあります。 

 

第 54 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流

通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト（同協会が定める児童ポルノアド

レスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいま

す｡) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。 

 

第３節 通信内容の識別等 

 

（通信内容の識別等） 

第 54 条の２ 当社は、ＬＴＥ契約者の承諾があった場合、そのＬＴＥサービスの契約者回線

との間のデータ通信について、通信先又はその通信により利用するサービス等の通信内容

を識別する機能（以下「通信識別機能」といいます｡)を適用します。 
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第９章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 

 

（料金及び工事に関する費用） 

第 55 条 ａｕ（ＬＴＥ）通信サ－ビスの料金は、料金表第１表（ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

スに関する料金）に規定する基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、

手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。 

２ ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの工事に関する費用は、料金表第２表（工事費）に規定す

る工事費とします。 

３ 前２項の規定に関わらず、ＬＴＥ特定接続サービスの料金は、特定接続事業者がそのＬ

ＴＥ特定接続サービスに係る他網相互接続通信と合わせて定めることとし、料金の請求等

料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定に関わらず、特定接続事業者の

契約約款等に定めるところによります。 

４ ローミング（沖縄セルラー電話株式会社のＬＴＥ約款に規定するＬＴＥ特定接続サービ

スの提供を受けているものに限ります｡)の料金については、沖縄セルラー電話株式会社の

ＬＴＥ約款に規定するＬＴＥ特定接続サービスの料金に定めるところによります。 

５ 第１項及び第２項の規定に関わらず、００ＸＹ自動接続サービスの料金は、００ＸＹ自

動接続事業者がその００ＸＹ自動接続サービスに係る他網相互接続通信と合わせて定める

こととし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定に関わ

らず、００ＸＹ自動接続事業者の契約約款等に定めるところによります。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（基本使用料等の支払義務） 

第 56 条 契約者（ＬＴＥデータプリペイド契約者及びローミング契約者を除きます。以下こ

の条において同じとします｡)は、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間につ

いて、料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する料金（以下この条において「基本使

用料等」といいます｡)の支払いを要します。 

ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 

(１) (２)又は(３)以外の場合 

起算開始日 その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を

開始した日 

起算終了日 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日（提供を開

始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その

日） 

(２) (３)以外の場合であって、第２種定期ＬＴＥ契約の解除（契約変更、契約移行又は

ｐｏｖｏ契約若しくはＵＱｍⅡ契約への番号移行に係るものを除きます｡)があったとき

（ウに定めるオプション機能については、その契約解除日に廃止があったときに限りま

す｡) 

 ア イ又はウ以外の基本使用料等 

起算開始日 その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を

開始した日 
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起算終了日 契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日（提供を開

始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その

日） 

イ 次表に定める料金種別の基本使用料 

基本使用料の料金

種別 

第１種ＬＴＥデュ

アルに係るもの 

カテゴ

リーⅠ

ＬＴＥプラン、カケホ、スーパーカケ

ホ、ジュニアスマートフォンプラン、

オフィスケータイプラン、カケホ（ケ

ータイ／Ｖ）、スーパーカケホ（ケー

タイ／Ｖ）、ＶＫプラン、オフィスケ

ータイプランＶＫ（ケータイ） 

第２種ＬＴＥデュ

アルに係るもの 

カテゴ

リーⅠ

ＬＴＥプラン（Ｖ）、カケホ（Ｖ）、

スーパーカケホ（Ｖ）、スーパーカケ

ホ（Ｖ・ａ）、ジュニアスマートフォ

ンプラン（Ｖ）、オフィスケータイプ

ラン（Ｖ）、カケホ（ケータイ／

Ｖ）、スーパーカケホ（ケータイ／

Ｖ）、ＶＫプラン、オフィスケータイ

プラン（ＶＫ）、ｍａｍｏｒｉｎｏＷ

ａｔｃｈプラン 

第１種ＬＴＥシン

グルに係るもの 

カテゴ

リーⅠ

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ、ＬＴ

ＥフラットｆｏｒＴａｂ、ＬＴＥフラ

ットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）、ＬＴＥフ

ラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ）ｄｓ 

第２種ＬＴＥシン

グルに係るもの 

カテゴ

リーⅠ

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴ

Ａ、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤ

ＡＴＡＥＸ、ＷｉＭＡＸ２＋フラット

ｆｏｒＨＯＭＥ 

第３種ＬＴＥシン

グルに係るもの 

カテゴ

リーⅠ

ＬＴＥフラットｆｏｒＴａｂ（Ｌ）、

ＬＴＥフラットｆｏｒＤＡＴＡ（ｍ／

Ｌ） 

第４種ＬＴＥシン

グルに係るもの 

カテゴ

リーⅠ

ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆｏｒＤＡＴ

Ａ（Ｌ）、ＷｉＭＡＸ２＋フラットｆ

ｏｒＤＡＴＡＥＸ（Ｌ）、ＷｉＭＡＸ

２＋フラットｆｏｒＨＯＭＥ（Ｌ） 

起算開始日 その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 

起算終了日 契約の解除があった日を含む料金月の末日 

ウ 次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料 

オプション機能 ＬＴＥＮＥＴ機能又はＬＴＥＮＥＴｆｏｒＤＡＴＡ機能 

起算開始日 その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 

起算終了日 オプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 

(３) ＬＴＥ契約（基本使用料の料金種別がアに定めるものに限ります｡)の解除（契約変

更、契約移行又はｐｏｖｏ契約若しくはＵＱｍⅡ契約への番号移行に係るものを除きま

す｡)があった場合（ウに定めるオプション機能については、その契約解除日に廃止があ

った場合に限ります｡) 
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ア イ又はウ以外の基本使用料等 

基本使用料の料金

種別 

基本使用料の料金種別に係るカテゴリー種別がカテゴリーⅡのもの 

起算開始日 その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 

起算終了日 契約の解除があった日を含む料金月の末日 

イ ウ以外のオプション機能に係るオプション機能使用料 

起算開始日 その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 

起算終了日 オプション機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始し

た日と廃止があった日が同一の日である場合は、その日） 

ウ 次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料 

オプション機能 ＬＴＥＮＥＴ機能又はＬＴＥＮＥＴｆｏｒＤＡＴＡ機能 

起算開始日 その契約に基づいて当社がオプション機能の提供を開始した日 

起算終了日 オプション機能の廃止があった日を含む料金月の末日 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスを利用する

ことができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。 

(１) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要

します。 

(２) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要しま

す。 

(３) 前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

スを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 

区別 支払いを要しない料金 

１  契約者の責めによらない理由によりそのａｕ（Ｌ

ＴＥ）通信サービスを全く利用することができない

状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通

信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同

程度の状態となる場合を含みます｡)が生じた場合

に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、

24 時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が認知した時刻

以後の利用できなかった時間

（24 時間の倍数である部分に限

ります｡)について、24 時間ごと

に日数を計算し、その日数に対

応するそのａｕ（ＬＴＥ）通信

サービスに係る基本使用料等 

２  ａｕ（ＬＴ

Ｅ）通信サービ

スの利用の一時

休 止 を し た と

き。 

(１) (２)又は(３)以外の場

合。 

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの

利用の一時休止をした日から起

算し、再び利用できる状態とし

た日の前日までの日数に対応す

るそのａｕ（ＬＴＥ）通信サー

ビスに係る基本使用料等 

(２) ＬＴＥサービスの利用の

一時休止をした場合（前項第

２号のイ又は第３号に定める

基本使用料の料金種別を受け

ている場合に限ります。前項

第２号のウ又は第３号のウに

定めるオプション機能につい

ては、その一時休止日に廃止

があった場合に限ります。以

ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの

利用の一時休止をした日を含む

料金月の翌料金月の初日から起

算し、再び利用できる状態とし

た日の前日までの日数に対応す

るそのａｕ（ＬＴＥ）通信サー

ビスに係る基本使用料等 
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下この第２項において同じと

します｡)であって、(３)以外

のとき。 

(３) ＬＴＥサービスの利用の

一時休止をした場合であっ

て、その一時休止日を含む料

金月において再利用を行った

とき。 

－ 

３ その料金月の全ての日において、ＬＴＥサービス

の利用の一時停止をしているとき。 

その料金月におけるそのａｕ

（ＬＴＥ）通信サービスに係る

基本使用料等 

３ 前２項の規定に関わらず、ＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータプリペイド契約者は、別表１

に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第１表第１

（基本使用料等）に規定する料金の支払いを要します。 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を

返還します。 

 

(注) 基本使用料の日割については、料金表通則に定めるところによります。 

 

（通話料及びデータ通信料の支払義務） 

第 57 条 契約者は、その契約者回線からの通話（その契約者回線の契約者以外の者が行った

通話を含みます｡)について、別記 15 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表

第１表第２（通話料）の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 

２ 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信（その契約者回線の契約

者以外の者が行ったデータ通信を含みます｡)について、別記 16 の規定により測定した情報

量と料金表第１表第３（データ通信料）及び第５の２（ＬＴＥデータプリペイドに係る前

払いデータ通信料等）の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 

３ 相互接続通信の料金の支払義務については、前２項の規定に関わらず、第 67 条（相互接

続通信の料金の取扱い）に規定するところによります。 

４ 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器（協定事業者の機器を含みま

す｡)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案

して当社が別記 17 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。 

 

第 58 条 削除 

 

（手続きに関する料金の支払義務） 

第 59 条 契約者は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請

求をし、その承諾を受けたときは、料金表第１表第６（手続きに関する料金）に規定する

手続きに関する料金の支払いを要します。 

ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、

この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その

料金を返還します。 
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（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第 60 条 ＬＴＥ契約者又はＬＴＥモジュール契約者は、料金表第１表第７（ユニバーサルサ

ービス料）に規定する料金の支払いを要します。 

 

（電話リレーサービス料の支払義務） 

第 60 条の２ ＬＴＥ契約者又はＬＴＥモジュール契約者は、料金表第１表第８（電話リレー

サービス料）に規定する料金の支払いを要します。 

 

（工事費の支払義務） 

第 61 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表（工事

費）に定める工事費の支払いを要します。 

ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し（以下この条におい

て「解除等」といいます｡)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその

工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に関わらず、契約者は、その

工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した

費用を負担していただきます。 

 

（ＬＴＥ特定接続サービスの料金の支払義務） 

第 61 条の２ ＬＴＥ特定接続サービスの料金の支払義務については、そのＬＴＥ特定接続契

約に係る特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。 

 

第３節 料金の計算及び支払い 

 

（料金の計算及び支払い） 

第 62 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところ

によります。 

２ 前項の規定に関わらず、ＬＴＥ特定接続サービスの料金の計算方法並びに料金及び工事

費の支払方法は、そのＬＴＥ特定接続契約に係る特定接続事業者の契約約款等に定めると

ころによります。 

 

第 63 条 削除 

 

（ＬＴＥデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等の登録等） 

第 63 条の２ ＬＴＥデータプリペイド契約者は、データ通信に関する料金の前払いが必要な

ときは、料金表第１表第５の２（ＬＴＥデータプリペイドに係る前払いデータ通信料等）

に定めるところによりデータ通信料（以下「前払いデータ通信料」といいます｡)又は当社

が別に定めるところによりデータ証票を登録していただきます。 

２ 当社は、次の場合には、前払い残データ量（料金表第１表第５の２に定める前払い残デ

ータ量をいいます。以下同じとします｡)及びその利用可能期間の残り期間を無効とします。 

(１) ＬＴＥデータプリペイド契約の解除があったとき。 

(２) その利用可能期間を経過したとき。 

３ 当社は、第 42 条の２の規定によりＬＴＥデータプリペイドの利用を停止した契約者回線
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について、利用を停止している間、その利用可能期間の残り期間を減ずるものとします。 

 

(注) 本条第１項に定める前払いデータ通信料の登録の方法については、当社が別に定め

るところによります。 

 

第４節 預託金 

 

（預託金） 

第 64 条 ＬＴＥ契約者、ＬＴＥモジュール契約者、ＬＴＥデータプリペイド契約者又はＬＴ

Ｅサービス利用権若しくはＬＴＥモジュール利用権を譲り受けようとする者は、次の場合

には、ＬＴＥサービス、ＬＴＥモジュール又はＬＴＥデータプリペイドの利用に先立って

（譲渡の場合はその承認に先立って）預託金を預け入れていただくことがあります。 

(１) ＬＴＥ契約、ＬＴＥモジュール契約又はＬＴＥデータプリペイド契約の申込みの承

諾を受けたとき。 

(２) ＬＴＥサービス利用権又はＬＴＥモジュール利用権の譲渡の承認を請求したとき。 

(３) 第 42 条（利用停止）第１項第１号若しくは第２号又は第 42 条の２第１項第１号若

しくは第４号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。 

(４) 当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれ

があるとき。 

２ 預託金の額は、10 万円以内で当社が別に定める額とします。 

３ 預託金については、無利息とします。 

４ 当社は、そのＬＴＥ契約、ＬＴＥモジュール契約若しくはＬＴＥデータプリペイド契約

の解除又はＬＴＥサービス利用権若しくはＬＴＥモジュール利用権の譲渡等、預託金を預

け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。 

５ 当社は、預託金を返還する場合に、ＬＴＥ契約者等（ＬＴＥ契約者、ＬＴＥモジュール

契約者又はＬＴＥデータプリペイド契約者をいいます。以下この条において同じとしま

す｡)が次のいずれかの契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当し

ます。 

(１) そのＬＴＥ契約、ＬＴＥモジュール契約又はＬＴＥデータプリペイド契約 

(２) ＬＴＥ契約者等が当社と締結している若しくは締結していた他のＬＴＥ契約、ＬＴ

Ｅモジュール契約又はＬＴＥデータプリペイド契約 

(３) ＬＴＥ契約者等が当社と締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係

る契約 

６ 当社は、ＬＴＥ契約の解除が契約移行又はｐｏｖｏ1.0 契約若しくはＵＱｍⅡ契約への

番号移行に係るものである場合、そのＬＴＥ契約に係る預託金について、前２項の規定に

基づく返還に代え、新たに締結した５Ｇ契約、ｐｏｖｏ1.0 契約又はＵＱｍⅡ契約に係る

預託金として、当社の５Ｇ約款、ｐｏｖｏ1.0 約款又はＵＱｍⅡ約款に基づき預け入れて

いただいたものとして取り扱います。 

 

第５節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第 65 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、



- 本 50 - 

その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします｡)の２倍に相当する額に消費税相当

額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第 66 条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます｡)について支払期日を経過して

もなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定

める日数について年 14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、

365 日当たりの割合とします｡)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日

までに支払っていただきます。 

 

第６節 収納手数料の負担等 

 

（収納手数料の負担等） 

第 66 条の２ 契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後支払う場合、料

金収納に係る費用として次表に定める額の手数料を負担していただきます。 

 区分 手数料の額 

１ ２以外の場合 

（期日後料金支払手数料） 

税抜額 300 円(税込額 330 円)

２ 払込取扱票を用いてコンビニエンスストアにお

いて支払う場合 

収納代行機関が定める額

備考 次のいずれかに該当するときは、区分１に定める手数料の負担を要しません。 

(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)で

あるとき。 

(２) 第１（基本使用料等）１（適用）(６)の適用を受けているとき。 

(３) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 

 

第７節 相互接続通信の料金の取扱い 

 

（相互接続通信の料金の取扱い） 

第 67 条 契約者、ＬＴＥ特定接続契約者、００ＸＹ自動接続契約者又は相互接続通信の利用

者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金

の支払いを要します。 

２ 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又

は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 26 又は別記

27 に定めるところによります。 

３ 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協

定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業

者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。 

４ 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、別記 26 に定

めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきま

す。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又

は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

５ 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 65 条（割増金）、
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第 66 条（延滞利息）、第 66 条の２（収納手数料の負担等）及び料金表通則の規定に関わ

らず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。 

 

第８節 沖縄セルラー電話株式会社に係る債権の取扱い 

 

（沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等） 

第 68 条 契約者は、沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミング（この約款に規定する

ＬＴＥ特定接続サービスの提供を受けているものを除きます｡)の利用により生じた債権を

当社がその沖縄セルラー電話株式会社から譲り受け、その債権額（ＬＴＥ約款に規定する

ＬＴＥデータプリペイドに係るデータ通信料を除きます｡)をａｕ（ＬＴＥ）通信サービス

の料金に合算して請求することを承認していただきます。 

２ 前項の場合において、当社は譲り受けた債権を、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金と

みなして取り扱います。 

３ 第１項の場合において、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、契約者への個別の通知

又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

４ 第１項の規定により沖縄セルラー電話株式会社から譲り受けた債権については、第 65 条

（割増金）、第 66 条（延滞利息）、第 66 条の２（収納手数料の負担等）及び料金表通則

の規定に準じて取り扱います。 

 

（ローミングに係る債権の譲渡等） 

第 69 条 ローミング契約者は、ローミング（沖縄セルラー電話株式会社のＬＴＥ約款に規定

するＬＴＥ特定接続サービスの提供を受けているものを除きます｡)に係る通信により生じ

た債権を、ローミングに係る他網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合に

はその承諾を得て、当社が沖縄セルラー電話株式会社に譲渡することを承認していただき

ます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別記 15 の規定により測定した通話時間若しく

は送信回数又は別記 16 の規定により測定した情報量と料金表第１表第２（通話料）又は第

３（データ通信料）の規定とに基づいて算定した額（当社が別に定める電気通信番号を使

用して行った相互接続通信により生じた債権にあっては、その電気通信番号に係る他網相

互接続通信に関する当社又は協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額）とします。 

２ 前項の場合において、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、契約者への個別の通知又

は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

３ 第１項の規定により譲渡する債権については、第65条（割増金）、第66条（延滞利息）、

第 66 条の２（収納手数料の負担等）及び料金表通則の規定に関わらず、沖縄セルラー電話

株式会社のＬＴＥ約款等に定めるところによります。 

 

第９節 特定電気通信事業者に係る債権の取扱い 

 

 （特定電気通信事業者の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等） 

第 69 条の２ 契約者は、別記 38 に定める電気通信事業者（以下この条において「特定電気

通信事業者」といいます｡)が提供する公衆無線ＬＡＮサービスの利用により生じた債権を、

特定電気通信事業者が定めるところにより当社が特定電気通信事業者から譲り受け、その

債権額をａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただき

ます。 
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２ 前項の場合において、当社は譲り受けた債権を、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金と

みなして取り扱います。 

３ 第１項の場合において、当社及び特定電気通信事業者は、契約者への個別の通知又は譲

渡承認の請求を省略するものとします。 

４ 第１項の規定により特定電気通信事業者から譲り受けた債権については、第 65 条（割増

金）、第 66 条（延滞利息）、第 66 条の２（収納手数料の負担等）及び料金表通則の規定

に準じて取り扱います。 
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第 10 章 保守 

 

（契約者等の維持責任） 

第 70 条 契約者等（契約者又はＬＴＥ特定接続契約者をいいます。以下この条において同じ

とします｡)は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持してい

ただきます。 

２ 前項の規定のほか、契約者等は、端末設備（移動無線装置に限ります｡)又は自営電気通

信設備（移動無線装置に限ります｡)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきま

す。 

 

（契約者等の切分責任） 

第 71 条 契約者等（契約者又はＬＴＥ特定接続契約者をいいます。以下この条において同じ

とします｡)は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であっ

て、契約者回線その他当社又は特定ＭＮＯの電気通信設備を利用することができなくなっ

たときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に修理

の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、契約者等から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサ

ービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者等に通

知します。 

３ 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合に

おいて、契約者等の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自

営電気通信設備にあったときは、契約者等にその派遣に要した費用を負担していただきま

す。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算

した額とします。 

４ ００ＸＹ自動接続契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されて

いる場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなっ

たときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、００ＸＹ自

動接続事業者に修理の請求をしていただきます。 

 

（修理又は復旧） 

第 72 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又

は復旧するものとします。 

ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、

第 51 条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次

の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第１順

位及び第２順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により

定めたものに限ります。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に提供されるもの 

水防機関に提供されるもの 

消防機関に提供されるもの 

災害救助機関に提供されるもの 
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秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの 

防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 

海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 

通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 

電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

２ 

水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

選挙管理機関に提供されるもの 

新聞社等の機関に提供されるもの 

金融機関に提供されるもの 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供さ

れるもの（第１順位となるものを除きます｡) 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

 

（修理又は復旧の場合の暫定措置） 

第 73 条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を

変更することがあります。 
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第 11 章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第 74 条 当社は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰

すべき理由によりその提供をしなかったとき（その原因が協定事業者の責めに帰すべき理

由による接続専用回線の障害であるときを含みます｡)は、そのａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

スが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障

が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条におい

て同じとします｡)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が

連続したときに限り、その契約者（ＬＴＥデータプリペイド契約者（沖縄セルラー電話株

式会社との間でＬＴＥデータプリペイド契約に相当する契約を締結しているローミング契

約者を含みます。以下この条において同じとします｡)を除きます｡)の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスが全く利用できない状態に

あることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分

に限ります｡)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのａｕ（ＬＴ

Ｅ）通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償

します。 

(１) 料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する料金（海外ローミング機能に係るも

のを除きます｡) 

(２) 料金表第１表第２（通話料）に規定する料金（ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスを全く

利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１日当たりの平

均通話料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法

により算出した額）により算出します｡) 

(３) 料金表第１表第３（データ通信料）に規定する料金（ａｕ（ＬＴＥ）通信サービス

を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１日当た

りの平均データ通信料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別

に定める方法により算出した額）により算出します｡) 

(４) 料金表第１表第１（基本使用料等）に規定する海外ローミング機能に係る料金（ａ

ｕ（ＬＴＥ）通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金

月の前６料金月の１日当たりの平均オプション機能使用料（前６料金月の実績を把握す

ることが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）により算出しま

す｡) 

３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に

準じて取り扱います。 

４ 前３項の規定に関わらず、当社は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供をしなかったこ

との原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回

線設備の障害であるときは、そのａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供をしなかったことに

より生じた損害を賠償しません。 

５ 当社は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大

な過失によりその提供をしなかったときは、前４項の規定は適用しません。 

６ 当社は、ＬＴＥデータプリペイド契約者について、そのａｕ（ＬＴＥ）通信サービスを

提供すべき場合において、その提供をしなかったときに、それが当社の故意又は重大な過

失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 
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７ 前６項の規定に関わらず、ＬＴＥ特定接続サービス又は００ＸＹ自動接続サービスに係

る損害については、そのＬＴＥ特定接続契約又は００ＸＹ自動接続付ＭＶＮＯ契約に係る

特定接続事業者又は００ＸＹ自動接続事業者の契約約款等によるものとします。 

８ 前７項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表１（オプション

機能）に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しく

は滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、１料金月のオプシ

ョン機能使用料（オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に

係る基本使用料とします｡)を上限として賠償します。 

ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。 

 

（免責） 

第 75 条 当社は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤

去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等（自動車、列車、船舶その

他の交通機関をいいます。以下同じとします｡)、土地、建物その他の工作物等に損害を与

えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、

その損害を賠償しません。 

２ 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶され

ている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与

えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その

損害を賠償しません。 

３ 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下

この条において「改造等」といいます｡)を要することとなる場合であっても、その改造等

に要する費用については負担しません。 

ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線（ＬＴＥ特定接続サービス又

は００ＸＹ自動接続サービスに係るものを除きます｡)に接続されている端末設備又は自営

電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末

設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。 
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第 12 章 雑則 

   

（発信者番号通知） 

第 76 条 契約者回線からの通話（当社が別に定めるものに限ります｡)又はＳＭＳ送信（ＳＭ

Ｓ（ＳＭＳ機能を利用した文字メッセージ（文字、数字及び記号等からなるメッセージを

いいます。以下同じとします｡)をいいます。以下同じとします｡)の送信をいいます。以下

同じとします｡)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はＳＭＳを受信し

た契約者回線等へ通知します。 

  ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。 

(１) その発信に先立ち、１８４をダイヤルして行う通話。 

(２) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線から

の通話（その発信に先立ち、１８６をダイヤルして行うものを除きます｡) 

 

（緊急通報に係る情報通知） 

第 77 条 当社は、契約者回線（当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限りま

す｡)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話（以下

「緊急通報通話」といいます｡)が行われる場合、その端末設備がその機能によりＧＰＳ衛

星から受信した信号等の情報を取得します。 

２ 当社は、契約者回線からの緊急通報通話（その発信に先立ち、１８４をダイヤルして行

うものを除きます｡)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回

線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。 

ただし、下表の２欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、

海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備

を具備している場合に限り、通知するものとします。 

当社が通知する情報 通知する相手先 

１ 発信を行った契約者回線に係る電話番号 その緊急通報通話の着信のあった契約者

回線等 

２ その契約者回線に接続された移動無線装置

の所在する位置に関する情報（その移動無線

装置が接続されている基地局設備に係る情報

又は前項により当社がその契約者回線から取

得した情報に基づき、当社が計算した緯度及

び経度の情報をいいます｡)及びその契約者回

線に係る電話番号 

その緊急通報通話の着信のあった警察機

関、海上保安機関又は消防機関 

３ 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に

通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 74 条（責任の制限）の規

定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 

 

（承諾の限界） 

第 78 条 当社は、契約者等（契約者又はＬＴＥ特定接続契約者をいいます。以下この条にお

いて同じとします｡)から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを

現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なと

き若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があると
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きは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者

に通知します。 

ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。 

２ 前項の規定によるほか、当社は、契約者等が、当社が別に定める回数を超え１の料金月 

内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。 

 

（端末設備の接続） 

第 79 条 当社は、契約者回線について、その契約者が締結したＬＴＥ契約に係るＬＴＥサー

ビス又は基本使用料の料金種別に対応する端末設備と異なる端末設備その他の電気通信設

備が接続された場合、その電気通信設備からの通信の利用を制限します。この場合、契約

者は、制限の有無に関わらず、その契約者回線について適用を受けている基本使用料の料

金種別等に応じたａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの料金の支払いを要します。 

 

（利用に係る契約者等の義務） 

第 80 条 契約者又はＬＴＥ特定接続契約者は、次のことを守っていただきます。 

(１) 端末設備（移動無線装置に限ります｡)又は自営電気通信設備（移動無線装置に限り

ます｡)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の

導体を連絡しないこと。 

  ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若し

くは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありま

せん。 

(２) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行

為を行わないこと。 

(３) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある

行為を行わないこと。 

(４) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はＳＩＭ等に登録されている電話番号その他

の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。 

(５) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他

人の利益を害する態様で、別表１に規定するＬＴＥ ＮＥＴ機能又はＬＴＥ ＮＥＴ 

ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能を利用しないこと。 

  なお、別記 19 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違

反があったものとみなします。 

(６) 位置情報（端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報（端末設備等規則（昭和 60 年

郵政省令第 31 号）に規定する位置登録制御に係るものを除きます｡)をいいます。以下同

じとします｡)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所

持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措

置を講じること。 

(７) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシー

を侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。 

２ 前項第５号の規定は、契約者がＳＭＳ送信を行う場合又は別表１（オプション機能）に

規定する番号変換文字メッセージ送受信機能又は番号変換文字メッセージ送受信機能(ＷＥ

Ｂ)を利用して行われたＳＭＳ送信を行う場合について準用します。 

３ 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるａｕ（ＬＴＥ）通信サ
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ービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのＬＴＥ契約、ＬＴ

Ｅモジュール契約又はＬＴＥデータプリペイド契約の契約者がその事由を生じさせたもの

とみなして取り扱います。 

４ 契約者又はＬＴＥ特定接続契約者は、第１項第６号又は第７号の規定に違反して他人又

は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。 

５ 前４項のほか、契約者は、当社が氏名、住所等の契約者（次条に規定する利用者登録を

行っている場合は、登録利用者を含みます｡)の情報及び契約内容の確認のために当社所定

の書類の提出を求めた場合は、その求めに応じていただきます。 

６ 当社は、ＬＴＥ特定接続契約者が第１項の規定に違反したと当社が認めたときは、その

契約者回線の電話暗号及び契約者の義務に違反した旨等をそのＬＴＥ特定接続契約に係る

特定接続事業者に通知することがあります。 

 

（利用者登録） 

第 81 条 ＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータプリペイド契約者（それぞれ、その契約者名義が法

人（法人に相当するものと当社が認める者を含みます｡)であるものを除きます。以下この

条において同じとします｡)は、そのＬＴＥ契約又はＬＴＥデータプリペイド契約に係るＬ

ＴＥサービス又はＬＴＥデータプリペイドを主に利用するＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータ

プリペイド契約者以外の者（そのＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータプリペイド契約者の親族

等であって、当社が別に定める範囲のものに限ります｡)を、当社所定の書面により登録す

ることができます。 

２ 前項の規定によるほか、そのＬＴＥサービス又はＬＴＥデータプリペイドの契約者回線

について別表１（オプション機能）に規定するＬＴＥ ＮＥＴ機能又はＬＴＥ ＮＥＴ 

ｆｏｒ ＤＡＴＡ機能の提供を受ける場合であって、そのＬＴＥサービス又はＬＴＥデー

タプリペイドを利用する者が 18 歳未満の者である場合は、ＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータ

プリペイド契約者は、前項に規定する登録（以下「利用者登録」といいます｡)を行ってい

ただきます。 

３ 前２項の規定により、当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます｡)の情報は、

その氏名及び生年月日とします。 

４ ＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータプリペイド契約者は、次の事項について、登録利用者と

なる者の承諾を得た上で登録していただきます。 

(１) その契約者回線に係るＬＴＥサービスの利用の一時中断、ＬＴＥサービスの利用の

一時休止若しくは再利用、ＬＴＥ契約若しくはＬＴＥデータプリペイド契約の解除、Ｌ

ＴＥサービス利用権の譲渡、基本使用料の料金種別の選択又はオプション機能の利用の

請求若しくは廃止その他のＬＴＥ契約又はＬＴＥデータプリペイド契約に関する請求は、

この約款又は料金表に特段の定めのある場合を除き、ＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータプ

リペイド契約者の意思表示に基づき行うこと。 

(２) ＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータプリペイド契約者がａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの

料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 42 条（利用停

止）若しくは第 42 条の２の規定に基づきＬＴＥサービス若しくはＬＴＥデータプリペイ

ドの利用を停止されること又は第 17 条（当社が行う一般ＬＴＥ契約の解除）、第 24 条

（当社が行う定期ＬＴＥ契約の解除）若しくは第 25条の 18（当社が行うＬＴＥデータプ

リペイド契約の解除）の規定に基づきＬＴＥ契約若しくはＬＴＥデータプリペイド契約

の解除を受けることがあること。 
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(３) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 77 条（緊急通報に係る情報通知）の規

定に基づく取扱いを行うこと。 

(４) ＬＴＥ契約者又はＬＴＥデータプリペイド契約者からの申出により登録利用者の変

更が行われること及び変更前の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又は通

信明細書の発行について、変更後の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又

は通信明細書の発行と合わせて行われることがあること。 

(５) 登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 92 条

の２（位置情報等の匿名化利用）の規定に基づく匿名化利用を行うこと。 

５ 当社は、そのＬＴＥ契約が、契約移行又はｐｏｖｏ1.0 契約若しくはＵＱｍ契約からの

番号移行（ＵＱｍ契約（ＵＱｍⅠ約款に定める第１種デュアルサービス及び第１種シング

ルサービスに係るものを除きます｡)からの番号移行の場合は、番号移行前と番号移行後の

契約に係るａｕＩＤ（当社のＩＤ利用規約に定めるａｕＩＤをいいます。以下同じとしま

す｡)が同一となるものに限ります｡)により締結されたものである場合であって、契約移行

又は番号移行を行う前の電気通信回線について、それぞれの契約約款に定める利用者登録

が行われているときは、契約者から別段の申出がない限り、その登録利用者についてＬＴ

Ｅ契約の契約者回線に係る利用者登録があったものとして取り扱います。 

 

（技術資料の閲覧等） 

第 82 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェ

ースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

 

（沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングの利用等） 

第 83 条 当社が別に定める端末設備を利用している契約者（ローミング契約者を除きます｡)

又はＬＴＥ特定接続契約者は、沖縄セルラー電話株式会社のＬＴＥ約款の規定に基づき、

沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る契約を沖縄セルラー電話株式会社

と締結していることとなります。 

２ 当社は、沖縄セルラー電話株式会社から請求があったときは、契約者（ローミング契約

者を除きます｡)又はＬＴＥ特定接続契約者の氏名住所、電話番号及び料金の支払状況等を

通知することがあります。 

 

（当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結） 

第 84 条 ＬＴＥ契約者（料金表第１表第１（基本使用料等）に規定するＬＴＥデュアルを利

用している者に限ります｡)は、当社の電話サービス等契約約款の規定に基づき、当社と電

話利用契約（当社が別に定めるものをいいます｡)を締結していることとなります。 

ただし、ＬＴＥ契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、

この限りでありません。 

２ 当社は、その契約者回線に係るＬＴＥ契約が、契約移行又はｐｏｖｏ1.0 契約からの番

号移行により締結されたものである場合であって、契約移行又は番号移行を行う前の電気

通信回線について、それぞれの契約約款に基づき電話利用契約を締結しない旨の意思表示

があったときは、契約者から別段の申出がない限り、契約者回線についても同様に取り扱

います。 

  

(注）当社が別に定める電話利用契約は、特定第２種一般電話契約とします。 
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（他の電気通信事業者への通知） 

第 85 条 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者（その中継事業者の契約約款

等により電気通信サービス（その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通

話を提供するものであって、別記 32 に規定する事業者識別番号（電気通信番号規則別表第

10 号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします｡)に係るものに限ります｡)の

提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります｡)の氏名、住所及び電話番号等を

通知することがあります。 

 

第 86 条 ＬＴＥサービスの電話番号を指定することにより、その電気通信サービスに係る料

金等の取扱いを定める協定事業者（別記 37 に定める者に限ります。以下この条において同

じとします｡)から請求があったときは、当社は、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情

報（協定事業者がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が

別に定めるものに限ります｡)を通知します。 

 

第 87 条 ＬＴＥサービス又はＬＴＥデータプリペイドの基本使用料の料金種別等により、そ

の電気通信サービスの提供及び料金等の取扱いを定める電気通信事業者（別記 38 に定める

者に限ります。以下この条において同じとします｡)から請求があったときは、当社は、そ

のＬＴＥサービス又はＬＴＥデータプリペイドの契約者回線に係る情報（電気通信事業者

がその取扱いの適用の可否を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるもの

に限ります｡)を通知します。 

 

第 87 条の２ ＬＴＥサービス（ＬＴＥデュアルに限ります｡)の基本使用料の料金種別により、

その電気通信サービスに係る料金等の取扱いを定める電気通信事業者（別記 38 の２に定め

る者に限ります。以下この条において同じとします｡)から請求があったときは、当社は、

そのＬＴＥサービスの契約者回線に係る情報（電気通信事業者がその取扱いの適用の可否

を判断するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります｡)を通知します。 

 

第 88 条 契約者等（契約者又はＬＴＥ特定接続契約者をいいます。以下この条から第 91 条

の３までにおいて同じとします｡)は、第 16 条（一般ＬＴＥ契約者が行う一般ＬＴＥ契約の

解除）、第 17 条（当社が行う一般ＬＴＥ契約の解除）、第 23 条（定期ＬＴＥ契約者が行

う定期ＬＴＥ契約の解除）、第 24 条（当社が行う定期ＬＴＥ契約の解除）、第 25 条の９

（一般ＬＴＥモジュール契約者が行う一般ＬＴＥモジュール契約の解除）、第 25 条の 10

（当社が行う一般ＬＴＥモジュール契約の解除）、第25条の17（ＬＴＥデータプリペイド

契約者が行うＬＴＥデータプリペイド契約の解除）、第25条の18（当社が行うＬＴＥデー

タプリペイド契約の解除）、第 30 条の７（ＬＴＥ特定接続契約者が行うＬＴＥ特定接続契

約の解除）又は第 30 条の８（当社が行うＬＴＥ特定接続契約の解除）の規定に基づき契約

を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等

について定めたプライバシーポリシー（以下「プライバシーポリシー」といいます｡)に定

める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通

知することにあらかじめ同意するものとします。 

 

第 89 条 契約者等は、第 17 条（当社が行う一般ＬＴＥ契約の解除）第２項、第 24 条（当社
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が行う定期ＬＴＥ契約の解除）第２項、第25条の10（当社が行う一般ＬＴＥモジュール契

約の解除）第２項、第25条の18（当社が行うＬＴＥデータプリペイド契約の解除）第３項

若しくは第 30 条の８（当社が行うＬＴＥ特定接続契約の解除）第２項の規定に基づき契約

の解除を受けたことがある場合又は第 42 条（利用停止）第１項第 10 号若しくは第 42 条の

２第５号の規定に基づきａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用を停止されたことがある場合

（いずれの場合においても、第 80 条（利用に係る契約者の義務）第１項第５号の規定に違

反した場合（専ら別記 19(１)に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合に限りま

す｡)に限ります｡)は、プライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、

プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとし

ます。 

 

第 90 条 契約者等は、第 42 条（利用停止）第１項第６号の規定に基づきａｕ（ＬＴＥ）通

信サービスの利用を停止されたことがある場合は、プライバシーポリシーに定める電気通

信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知すること

にあらかじめ同意するものとします。 

 

第 91 条 契約者等は、その契約者回線からのＳＭＳ送信について、そのＳＭＳを受信した他

網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係

る電気通信事業者が定める禁止行為（この約款の別記 19 に定める禁止行為に相当するもの

をいいます｡)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者がプライバシーポリシー

に定める電気通信事業者に、プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あら

かじめ同意するものとします。 

 

第 91 条の２ 契約者等は、その契約者回線からの電子メール（別表１に規定するＬＴＥ Ｎ

ＥＴ電子メールをいいます。以下この条において同じとします｡)の送信について、その電

子メールを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、そ

の他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為（この約款の別記 19 に定める禁

止行為に相当するものをいいます｡)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が

プライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、プライバシーポリシーに定める情報を

通知することに、あらかじめ同意するものとします。 

 

第 91 条の３ 契約者等は、第 17 条（当社が行う一般ＬＴＥ契約の解除）第２項、第 24 条

（当社が行う定期ＬＴＥ契約の解除）第２項、第25条の10（当社が行う一般ＬＴＥモジュ

ール契約の解除）第２項、第25条の18（当社が行うＬＴＥデータプリペイド契約の解除）

第３項若しくは第 30 条の８（当社が行うＬＴＥ特定接続契約の解除）第２項の規定に基づ

き契約の解除を受けたことがある場合又は第 42 条（利用停止）の規定に基づきａｕ（ＬＴ

Ｅ）通信サービスの利用を停止されたことがある場合（いずれの場合においても、第 42 条

第１項第 11 号の規定によるものに限ります｡)は、プライバシーポリシーに定める電気通信

事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することに

あらかじめ同意するものとします。 

 

（契約者等に係る情報の利用） 

第 92 条 当社は、契約者等（契約者、ＬＴＥ特定接続契約者又は００ＸＹ自動接続契約者を
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いいます｡)に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先

等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サ

ービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協

定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲（契約者等に係る情報を当社の業務

を委託している者に提供する場合を含みます｡)で利用します。 

なお、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、プ

ライバシーポリシーにおいて定めます。 

 

（位置情報等の匿名化利用） 

第 92 条の２ 当社は、通信の秘密に該当する位置情報（通信の場所、日時及び端末識別符号

に限ります。以下この条において同じとします｡)、契約者等（契約者及び登録利用者又は

００ＸＹ自動接続契約者をいいます。以下この条において同じとします｡)の情報（市区町

村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報の

活用」として掲示するＷＥＢサイト（以下「匿名位置情報に関するＷＥＢサイト」といい

ます｡)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます｡)につ

いて、匿名位置情報に関するＷＥＢサイトに定める利用目的のために、その時点での技術

水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行っ

た上で利用します。 

２ 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するＷＥ

Ｂサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供する

ことがあります。 

３ 契約者等は、匿名位置情報に関するＷＥＢサイトに定める方法により、前２項に定める

取扱い（以下「匿名化利用」といいます｡)を停止する申出を行うことができます。 

４ 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項について

は、匿名位置情報に関するＷＥＢサイトにおいて定めます。 

 

（電話番号案内） 

第 93 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者（別記 31 に定める協定事

業者をいいます。以下同じとします｡)が提供する電話番号案内への接続（以下「電話番号

案内接続」といいます｡)により電話番号を案内します。 

ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。 

 

（電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等） 

第 94 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第１表第２

（通話料）に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要し

ます。 

２ 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。 

 

（提供条件書） 

第 95 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、ａ

ｕ（ＬＴＥ）通信サービス及び付随サービスを提供します。 

 

（法令に規定する事項） 
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第 96 条 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項につ

いては、その定めるところによります。 

２ 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、

別記 21 から別記 23 に定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第 97 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲

覧に供します。 

 

（ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの廃止） 

第 98 条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂

行上やむを得ない場合は、ａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの一部又は全部を廃止することが

あります。この場合において、当社は所定のＷＥＢサイトに掲示する等の方法により、そ

の旨を契約者に周知します。 

２ 当社は、前項の規定によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの全部を廃止するときは、事業

法施行規則第22条の２の10の規定に基づき、廃止の期日等をＬＴＥ契約者に通知します。 

３ 当社は、第１項の規定によりａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの一部又は全部を廃止したこ

とにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。 
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